
幕
藩
体
制
初
期
の
藩
財
政

1
譜
代
大
名
酒
井
小
浜
藩
i

藤

井

譲

治

…
曙
農
論
議
羅
聴
錘
講
職
種
罐
鍵
菱
縫
猷
籍
擬
麓
耕
鮒
難
髭
欝
欝
難

一
の
払
い
を
畿
内
中
央
市
場
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
地
理
的
条
件
と
幕
閣
と
し
て
の
経
済
情
報
の
先
取
り
に
よ
り
有
利
に
展
開
し
た
。
ま
た
、
北
国
と
畿

嚢
鷺
韓
雑
穀
懸
糞
罐
理
説
鑓
笠
撮
雛
齢
篠
懸
嚇
㏄
雛
難
講
謙
難
欝

～
割
合
を
占
め
る
が
、
こ
れ
を
除
く
と
江
戸
入
用
の
大
き
さ
が
目
立
つ
。
さ
ら
に
、
こ
の
期
の
藩
財
政
を
規
定
し
た
も
の
に
、
幕
府
軍
役
殊
に
普
請
役
が
あ

夢
盤
ビ
騨
塒
鴛
膿
入
で
ま
か
な
ん
ぬ
も
の
で
あ
る
藁
に
博
へ
た
備
蓄
が
そ
れ
に
宛
て
ら
れ
鑓
象
恥
腰
髄
墾
胆
再

一

幕藩臣欄初期の藩財政（藤井）

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
世
封
建
制
の
基
礎
構
造
研
究
は
、
安
良
城
盛
昭
氏
の
問
題
提
出
以
来
、
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
の
結
果
、
近
世
封
建
制
の
特
質
を
い

か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
問
題
解
決
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
藩
体
制
を
幕
藩
体
制
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
み
、
藩
政
の
個
別
分
析
に
よ
っ
て
幕
藩
体
欄
の
特
質
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
、
数
多
く
の
箇
別
藩

政
史
研
究
が
な
さ
れ
、
事
実
面
で
の
蓄
積
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
個
々
ば
ら
ば
ら
の
数
多
く
の
藩
政
成
立
史
研
究
を
批
判
し
、
そ
れ
を
幕
藩

体
剃
論
に
ま
で
高
め
る
た
め
の
問
題
提
起
が
あ
い
つ
い
で
な
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
　
「
幕
藩
制
的
秩
序
」
を
主
軸
に
お
く
佐
々
木
潤
之
介
氏
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（
2
）

の
考
え
方
で
、
こ
れ
は
、
後
に
軍
役
論
に
帰
結
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
藩
単
位
の
研
究
の
欠
陥
を
お
ぎ
な
う
こ
と
に
主
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
お
い
た
「
比
較
藩
政
史
」
の
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
紙
数
の
関
係
か
ら
藩
政
成
立
史
の
研
究
史
を
、
舌
た
ら
ず
に
し
か
述
べ
る
こ
と
が

で
き
な
い
が
、
本
稿
の
課
題
に
引
付
け
て
考
え
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
個
別
藩
政
史
研
究
に
お
い
て
も
、
軍
役
論
や
比
較
藩
政
史
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
て
も
、
領
主
権
力
の
再
生
産
構
造
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
の
重
要
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
微
々
た
る
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
。
本
稿
の
第
一
の
課
題
は
、
領
主
権
力
の
再
生
産
構
造
を
藩
財
政
の
分
析
を
通
じ
て
幾
分
か
で
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
こ
ろ
で
、
近
世
初
期
藩
財
政
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
土
屋
喬
雄
氏
以
来
、
　
「
窮
乏
」
で
あ
り
、
戦
後
の
個
別
藩
政
史
の
中
で
再
生
産
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
、
の
「
財
政
窮
乏
偏
説
は
、
大
部
分
が
「
大
名
借
財
」
を
指
標
と
し
て
お
り
、
藩
財
政
講
造
の
実
態
分
析
を
抜
き
に
し
た
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

論
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
初
期
藩
財
政
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
が
、
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
藩
政
成
立
史
研
究
は
、
そ
の
素
材
の
大
部
分
を
外
様
藩
に
も
と
め
て
お
り
、
幕
藩
領
主
権
力
の
一
翼
た
る
譜
代
藩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
譜
代
藩
研
究
の
基
礎
的
作
業
で
も
あ
る
。

　
以
上
の
課
題
に
立
ち
な
が
ら
、
譜
代
大
名
洒
井
氏
一
若
狭
小
丁
丁
1
を
素
材
に
、
検
討
を
進
め
た
い
。

（
1
）
　
佐
々
木
潤
之
介
「
江
戸
時
代
（
一
）
」
（
『
日
本
史
研
究
入
門
』
皿
所
収
、
一
九

　
六
二
年
）
参
照
。

（
2
）
　
「
藩
制
成
立
史
研
究
の
課
題
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
三
一
）
。

（
3
）
　
藤
野
保
「
藩
政
確
立
期
の
諸
問
題
－
西
北
九
州
諸
藩
一
」
　
（
『
社
会
経
済
史

学
』
一
…
四
ノ
ニ
）
。

（
4
）
　
山
口
啓
二
「
秋
田
藩
成
立
期
の
藩
財
政
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
一
塁
ノ
ニ
）
、

峯
岸
賢
太
郎
「
成
立
期
藩
経
済
の
構
造
」
（
『
屠
本
経
済
史
大
系
脇
3
所
収
、
一
九

六
五
年
）
、
朝
尾
藏
弘
「
上
方
か
ら
見
た
元
和
寛
永
期
の
細
金
藩
」
　
（
『
幕
藩
体
鰯

確
立
期
の
諸
問
題
』
所
収
、
一
九
六
三
年
）
等
が
あ
る
。

（
5
）
　
『
封
建
社
会
崩
壊
過
程
の
研
究
』
、
一
九
二
七
年
。

（
6
）
　
こ
の
点
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
朝
鳶
直
弘
氏
で
あ
る
（
前
掲
論
文
）
。

（
7
）
　
最
近
、
譜
代
大
名
内
藤
疵
の
研
究
（
『
譜
代
藩
の
研
究
』
一
九
七
二
年
）
が

発
表
さ
れ
た
が
、
譜
代
藩
研
究
に
と
っ
て
、
は
じ
め
て
の
本
格
的
取
組
み
で
あ
る
。

　
こ
の
外
、
佐
々
木
潤
之
介
馬
の
諏
訪
藩
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
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開
　
藩
財
政
を
規
定
し
た
諸
条
件

幕藩体制初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
洒
井
小
浜
藩
は
、
寛
永
十
一
年
閏
七
月
、
酒
井
忠
勝
の
川
越
十
万
石
か
ら
若
狭
十
一
万
三
千
石
へ
の
加
増
転
封
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。

　
若
狭
酒
井
氏
は
、
徳
川
氏
三
河
以
来
の
門
閥
譜
代
で
あ
る
酒
井
正
親
の
三
男
忠
利
を
祖
と
し
、
慶
長
七
年
駿
州
田
中
に
お
い
て
一
万
石
の
大

名
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
藩
権
力
の
主
体
的
条
件
と
し
て
第
一
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
主
体
的
条
件
は
、
酒
井
氏
が
幕
閣
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
忠
勝
の
父
忠
利
は
、
、
慶
長
十
四
年
以
降
寛
永
四
年
の
死
去
に
至

る
ま
で
、
秀
忠
政
権
下
で
江
戸
城
留
守
居
役
を
勤
め
、
ま
た
忠
勝
は
、
元
和
六
年
家
光
に
付
さ
れ
て
以
来
、
家
光
政
権
の
中
で
、
寛
永
元
年
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

り
同
十
五
年
ま
で
老
中
、
以
後
大
老
と
し
て
重
き
を
な
し
て
い
た
。
幕
閣
の
地
位
が
、
藩
財
政
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
幕
府
諸
軍
役
の
早
期

か
つ
的
確
な
情
報
と
全
国
市
場
に
お
け
る
豊
富
な
経
済
情
報
で
あ
っ
た
。
こ
の
具
体
的
な
様
子
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　
第
三
の
主
体
的
条
件
は
、
家
臣
の
問
題
で
あ
る
。
酒
井
忠
利
は
、
慶
長
七
年
大
名
と
な
っ
て
以
来
、
慶
長
十
四
年
武
州
川
越
二
万
石
へ
加
封
、

元
和
二
年
七
千
石
、
同
五
年
一
万
石
を
加
増
さ
れ
た
。
一
方
嫡
男
忠
勝
は
、
元
和
六
年
武
州
深
谷
一
万
石
を
領
し
て
以
来
、
寛
永
元
年
上
総
・

下
総
・
武
蔵
に
お
い
て
二
万
石
、
同
三
年
に
は
武
州
忍
領
に
て
二
万
石
を
加
増
さ
れ
、
翌
四
年
に
は
、
忠
利
の
遣
領
を
継
ぎ
、
川
越
八
万
石
に

準
歌
さ
れ
、
そ
の
後
寛
永
十
年
に
二
万
石
の
加
増
を
う
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
度
重
な
る
加
増
転
封
の
過
程
で
、
家
臣
は
、
在
地
か
ら
完
全
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

切
り
離
さ
れ
、
兵
農
分
離
を
遂
げ
て
い
た
。
こ
の
家
臣
に
と
っ
て
、
若
狭
転
封
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
地
方
知
行
か
ら
俸
禄
知
行
へ
の
移
行

で
あ
り
、
こ
の
移
行
が
、
藩
財
政
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
移
行
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
家
臣
団
編
成
・
軍
役
・

農
政
等
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
で
は
取
扱
わ
な
い
。

　
以
上
三
っ
の
主
体
的
条
件
を
あ
げ
た
が
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
規
定
し
て
い
っ
た
客
観
的
条
件
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
第
一
の
客
観
的
条
件
は
、
藩
庫
の
収
入
基
盤
で
あ
る
農
業
生
産
力
の
問
題
で
あ
る
。
若
狭
に
お
け
る
最
初
の
検
地
は
、
浅
野
長
吉
に
よ
る
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

正
十
六
年
号
検
地
で
あ
る
。
こ
の
検
地
の
結
果
若
狭
三
郡
の
高
は
、
八
万
五
千
九
十
石
と
な
っ
た
。
こ
の
検
地
は
、
太
閤
検
地
の
原
則
に
そ
っ
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た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
田
畑
の
石
盛
は
、
上
下
そ
れ
ぞ
れ
を
三
段
に
わ
け
九
等
級
と
し
、
田
は
、
上
々
田
一
石
窯
斗
か
ら
下
々
田
一
石
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

畑
は
、
上
々
畑
一
石
か
ら
下
々
畑
二
尊
ま
で
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
石
盛
は
「
荒
」
に
対
し
て
も
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
点
に
も
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
浅
野
属
の
検
地
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
入
部
し
た
京
極
氏
は
、
部
分
的
に
再
検
を
し
た
だ
け
で
、
一
国
検
地
を
行
な
わ
ず
、

基
本
的
に
は
、
浅
野
検
地
高
を
踏
襲
し
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
若
狭
に
転
封
し
て
き
た
春
鳥
氏
は
、
一
旦
一
国
総
説
を
策
し
た
が
、
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

局
実
行
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
間
の
事
情
は
、
忠
勝
の
国
許
年
寄
へ
の
次
の
書
状
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ

　
知
行
所
当
暮
之
取
反
別
二
取
を
付
可
申
候
間
、
検
地
之
儀
申
遣
し
候
ヘ
ハ
、
園
山
地
面
つ
ま
り
候
ゆ
へ
、
い
に
し
へ
よ
り
百
姓
共
検
地
を
望
詫
間
、
検
地
仕

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
候
者
、
地
面
へ
り
可
素
質
由
、
今
得
其
意
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
）

こ
う
し
て
、
検
地
の
意
図
は
、
検
地
に
よ
る
出
目
は
お
ろ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
減
少
さ
え
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ

え
な
く
中
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
表
1
は
郷
村
春
型
に
よ
っ
て
若
狭
の
総
石
高
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

表王　若狭国国高の推移

典出高年

若狭守護代記）

若狭郡県志

慶長三年検地目録

若狭守護代記

正保の郷帳

若狭郡県志

雲浜録

元禄の郷帳

天保の郷帳

宮内省租税寮統計

　　　石

85310．

85090．

85000．

85174．7892

85099．

85460．

85518．1904

88281．5224

91018．8222

91767．

1553

1588

1598

1605

1645

1666

1700

1834

1873

（天文22

天正16

慶長3
　！！　10

正保2

寛文6
（延宝頃

元禄13

天保5

明治6

浅
野
氏
の
検
地
以
来
、
藩
政
初
期
に
は
ほ
と
ん
ど
増
石
を
見
な
い
　
寛
文
か
ら
元
禄
の
間
の
増
石

は
、
寛
文
二
年
の
地
震
に
よ
っ
て
、
三
方
五
湖
の
一
部
が
干
上
り
、
新
田
一
二
三
八
三
余
が
で
き

た
こ
と
に
そ
の
主
要
指
分
が
あ
り
、
残
る
千
八
百
千
石
は
（
忠
直
の
三
男
忠
最
に
、
天
和
三
年
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

領
を
分
知
す
る
の
に
、
各
村
に
「
外
巻
」
と
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
若
狭
に
お
け
る
生
産
高
（
石
高
）
は
、
近
世
初
頭
の
浅
野
検
地
に
よ

っ
て
確
定
さ
れ
て
以
降
、
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
藩
は
、
検
地
に
よ

る
在
地
再
把
握
を
も
っ
て
す
る
藩
財
政
収
入
拡
大
の
道
を
と
ざ
さ
れ
た
。

　
第
二
の
客
観
的
条
件
は
、
知
行
地
若
狭
（
小
浜
）
お
よ
び
敦
賀
は
、
中
世
末
以
来
発
展
し
て
き
た
北

国
市
場
と
畿
内
中
央
市
場
を
結
び
つ
け
る
中
継
地
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
近
世
に
入
る

と
、
幕
藩
領
主
に
と
っ
て
領
主
米
の
販
売
は
、
死
活
の
問
題
と
な
り
、
そ
の
重
要
性
を
急
激
に
増

30　〈30）
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（
8
）

し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
中
継
地
に
あ
た
る
敦
賀
・
小
浜
を
中
心
と
し
た
商
品
流
通
の
量
は
ふ
く
れ
あ
が
り
、
こ
れ
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
多
大
の
収
入
が
藩
庫
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
実
態
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
知
行
地
若
狭
の
地
理
的
位
置
は
、

豊
富
な
経
済
情
報
の
下
で
、
五
井
氏
の
領
主
米
販
売
を
、
他
の
北
国
大
名
に
比
べ
有
利
に
し
た
。
ま
た
、
敦
賀
・
小
浜
を
通
過
す
る
物
資
の
増

加
は
、
こ
の
商
品
運
下
等
に
か
か
わ
る
華
々
を
豊
か
に
し
、
こ
れ
ら
の
村
に
対
し
、
藩
は
高
率
の
免
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
剰
余

　
　
　
　
（
9
）

を
収
奪
し
た
。

　
第
三
の
客
観
的
条
件
は
、
在
地
の
状
況
で
あ
る
。
織
豊
期
以
来
、
丹
羽
・
浅
野
・
木
下
・
京
極
と
、
国
主
の
変
る
過
程
で
、
か
っ
て
在
地
と

強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
武
田
氏
（
守
護
）
の
旧
臣
の
あ
る
者
は
、
丹
羽
や
浅
野
の
家
臣
団
に
、
ま
た
あ
る
者
は
、
他
大
名
の
家
臣
団
に
吸

収
さ
れ
て
武
士
階
級
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
あ
る
者
は
、
帰
農
・
商
人
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
結
果
、
多
く
の
転
封
大
名
が
直
面
す
る
在
地
土
豪

勢
力
と
の
対
決
と
い
う
状
況
は
す
で
に
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
洒
井
氏
は
、
比
較
的
安
定
し
た
在
地
の
状
況
下
に
入
国
し
た
。
こ
の
事
実

は
、
酒
井
氏
の
入
部
に
あ
た
っ
て
、
家
臣
団
中
に
、
在
地
性
の
強
い
者
を
抱
え
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
し
、
同
時
に
地
方
知
行
か
ら
俸

禄
知
行
へ
の
転
換
を
容
易
に
し
た
。

　
第
四
の
客
観
的
条
件
は
、
江
戸
近
郊
の
川
越
か
ら
、
遠
国
若
狭
へ
の
転
封
に
よ
っ
て
生
じ
た
江
戸
と
国
許
と
の
分
離
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

一
に
江
戸
一
若
狭
間
の
参
勤
、
第
二
に
家
臣
の
増
大
（
江
戸
常
詰
と
国
許
家
膿
）
を
強
い
、
さ
ら
に
、
家
臣
の
江
戸
在
番
の
た
め
の
費
用
の
増
大

を
ま
ね
い
た
。

　
第
五
の
客
観
的
条
件
は
、
紺
幕
府
関
係
の
軍
役
で
あ
る
。
洒
単
寧
は
、
幕
藩
制
下
の
一
大
名
と
し
て
外
様
大
名
同
様
軍
役
を
勤
め
ね
ば
な
ら

ず
、
ま
た
一
方
で
は
、
幕
府
の
譜
代
と
し
て
、
諸
種
の
職
務
に
つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
実
態
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
主
体
的
、
客
観
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
た
中
で
、
初
期
藩
財
政
は
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

（
－
）
　
『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
1
・
関
7
・
6
条
、
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
等
。

（
2
）
　
『
徳
州
実
紀
臨
、
　
『
寛
政
重
賞
諸
家
雛
順
』
（
以
下
『
寛
政
譜
』
と
略
す
）
。

（
3
）
若
狭
転
封
以
前
の
川
越
で
の
知
行
形
態
が
地
方
知
行
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
「
若
狭
旧
家
略
一
記
」
鈴
木
九
左
衛
門
一
の
条
に
、
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忠
利
様
三
弱
二
被
成
御
座
候
節
よ
り
（
中
略
）
御
食
力
藍
瓶
下
有
之
、
河
越
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
へ

　
　
御
所
替
之
節
、
知
行
地
方
二
而
百
石
糞
下
、
江
戸
詰
被
仰
付
、
忠
勝
様
御
代
二

　
　
至
り
、
御
亡
恩
有
之
、
百
拾
五
石
地
方
士
m
領
之
（
下
略
）

　
と
、
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
寛
永
1
2
・
1
1
・
1
8
付
忠
勝
書
状
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
永
十
一
年
）

　
「
家
中
知
行
物
成
之
儀
（
中
略
）
去
年
相
定
く
れ
僕
通
、
四
ツ
取
二
燃
し
可
申
候
」

　
と
あ
り
、
俸
禄
知
行
へ
の
移
行
が
確
認
さ
れ
る
。

（
4
）
　
『
若
狭
郡
県
志
』
。

（
5
）
　
上
根
来
村
検
地
帳
（
「
上
根
来
区
有
文
書
偏
）
等
、
外
に
、
現
在
四
冊
の
太
閤

検
地
帳
が
あ
る
。

（
6
）
　
寛
永
1
2
・
2
・
1
8
書
下
、
（
「
空
勝
様
御
郡
下
」
、
東
大
史
料
編
纂
所
寄
託
酒

　
井
家
文
書
。
こ
れ
は
、
忠
勝
が
国
許
年
寄
に
宛
て
た
も
の
を
編
年
順
に
、
寛
政
二

　
年
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
編
年
に
つ
い
て
は
多
々
誤
り
が
あ
る
。
こ
の
外
、

　
忠
勝
の
書
下
は
、
酒
井
家
文
書
中
に
原
本
が
百
点
余
あ
る
、
内
五
十
点
は
「
空
印

様
書
下
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
）
。

（
7
）
　
『
三
方
郡
誌
施
、
　
「
小
浜
旧
藩
要
鑑
」
、
な
お
、
忠
堤
に
分
知
さ
れ
た
「
越
前

　
国
敦
賀
郡
に
お
い
て
新
墾
霞
三
千
石
」
（
『
寛
政
滋
順
』
巻
第
六
一
　
）
の
撫
口
出
邸
は
、
こ

　
の
干
上
り
新
国
と
「
外
高
」
で
あ
る
。

（
8
）
　
脇
田
修
「
近
世
封
建
社
会
に
お
け
る
商
贔
流
通
」
（
『
日
本
史
研
究
』
　
五

　
四
）
、
山
口
徹
「
小
浜
敦
賀
に
お
け
る
近
世
初
期
豪
商
の
存
在
形
態
」
、
小
野
正
雄

　
「
冤
文
期
に
お
け
る
中
継
商
業
都
市
の
構
造
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
恥
二
四
八
）
参

　
照
。（

9
）
　
た
と
え
ば
、
敦
賀
と
塩
津
を
結
ぶ
交
通
路
の
中
閻
に
あ
っ
た
疋
田
の
年
貢
率

　
は
、
五
五
％
～
七
五
％
と
、
他
村
に
比
較
し
て
、
二
〇
％
前
後
高
い
。

（
1
0
）
　
万
治
元
年
の
分
限
帳
に
よ
れ
ば
、
　
「
江
戸
常
詰
」
壱
万
二
千
四
畜
五
十
石
、

　
「
小
浜
衆
」
、
閥
万
二
千
百
一
一
十
石
で
あ
っ
た
。
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二
　
財
政
機
構
と
そ
の
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
年
貢
収
納

　
藩
全
域
に
対
す
る
年
貢
収
納
権
は
、
地
方
知
行
か
ら
俸
禄
知
行
へ
の
移
行
の
結
果
、
藩
庁
の
手
に
集
中
さ
れ
、
年
貢
収
納
機
構
も
藩
庁
を
頂

点
と
し
て
、
全
藩
的
に
整
備
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
さ
て
、
年
貢
収
納
の
た
め
の
基
礎
と
な
る
検
見
は
、
八
月
前
後
よ
り
始
ま
る
。
検
見
衆
は
、
各
郡
数
名
ず
つ
派
遣
さ
れ
、
知
行
高
百
石
か
ら

百
五
十
石
前
後
の
地
方
功
老
が
、
毎
年
藩
主
忠
勝
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
。

　
検
見
の
結
果
は
、
勘
定
奉
行
（
二
～
虚
名
）
、
小
浜
町
奉
行
（
二
名
）
、
年
寄
（
二
～
乙
名
）
の
連
署
す
る
免
定
に
よ
っ
て
、
幸
一
月
中
旬
各
村
に
下

さ
れ
た
。
こ
の
菅
公
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
上
郡
の
署
名
人
と
も
、
す
べ
て
岡
一
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
地
方
か
ら
俸
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禄
知
行
へ
の
移
行
に
よ
る
＝
兀
的
支
配
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
全
判
の
年
貢
決
定
権
を
藩
士
の
中
枢
部
が
把
握
し
、
年

貢
決
定
に
際
し
て
の
代
官
の
恣
意
を
排
除
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
免
定
署
名
入
の
知
行
高
は
、
勘
定
奉
行
三
百
石
前
後
、
小
浜
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

四
百
石
前
後
、
年
寄
六
百
石
以
上
で
あ
り
、
藩
内
で
は
、
上
層
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
実
際
上
の
年
貢
収
納
は
、
各
郡
二
名
ず
つ
の
代
宮
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
年
貢
皆
済
目
録
は
、
免
定
署
名
人
か
ら
出
る
の
で
は
な
く
、
鋼
帯
や

小
物
成
の
請
取
り
と
と
も
に
、
代
官
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
。
代
官
に
は
、
百
五
十
石
前
後
の
者
が
な
る
。

　
代
官
に
よ
っ
て
収
納
さ
れ
た
米
は
、
各
郡
の
蔵
に
納
め
ら
れ
、
蔵
奉
行
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
。
小
浜
藩
の
蔵
は
、
下
中
郡
小
浜
、
上
中
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些
）

熊
川
、
大
飯
郡
高
浜
、
三
方
郡
佐
柿
（
の
ち
金
山
に
移
る
）
、
敦
賀
郡
敦
賀
、
高
嶋
郡
古
津
に
あ
っ
た
。
各
蔵
の
米
は
、
一
部
そ
の
地
で
の
入
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

支
出
さ
れ
た
。
各
蔵
の
機
能
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
と
、
小
浜
蔵
か
ら
は
、
主
と
し
て
小
浜
城
下
の
諸
家
臣
の
物
成
米
・
扶
持
米
・
切

米
が
支
出
さ
れ
、
知
行
高
の
多
い
も
の
に
対
し
て
は
、
一
部
金
山
蔵
か
ち
支
出
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
蔵
米
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
払
子
と
し

て
大
津
に
運
ば
れ
た
。
な
お
蔵
奉
行
の
知
行
高
は
、
百
石
以
下
な
い
し
扶
持
米
取
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
年
貢
米
の
払
方

　
年
貢
米
の
う
ち
払
米
と
な
っ
た
米
は
、
一
部
小
浜
や
敦
賀
に
於
て
払
わ
れ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
、
次
の
様
な
要
路
を
通
っ
て
、
大
津
に
運

ば
れ
た
。㎜

敦
賀
丁
一
塩

　
↓金

　
山
1
↓
新
道
野　　　津

　　　撫1－ww，

　津　
s
／ノ

．×／／

　1

　　l
大1

…津

小

浜

i
1熊1
川
　
　
s

古

津
．l

　x x
．

［
高
浜
」

注
　
［
一
］
は
蔵
の
所
在
地
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（
6
）

　
寛
永
十
一
年
入
国
の
年
、
忠
勝
は
、
大
津
払
米
に
要
す
る
費
用
（
駄
賃
・
舟
賃
・
蔵
敷
等
）
の
調
査
を
国
許
年
寄
に
命
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

搬
さ
れ
た
米
は
、
大
津
の
蔵
に
入
れ
ら
れ
た
。
大
津
蔵
屋
敷
は
、
入
国
直
後
幕
府
よ
り
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
寛
永
十
二
年
に
は
、
蔵
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

十
五
間
か
ら
二
十
間
に
拡
張
し
た
が
、
翌
十
三
年
に
は
、
　
「
公
儀
之
蔵
を
借
候
て
入
置
」
状
態
と
な
り
、
ま
た
同
十
六
年
に
は
、
　
「
大
津
御
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

つ
ま
り
申
最
下
、
兵
太
郎
蔵
成
画
譜
方
成
共
」
借
り
る
よ
う
、
国
許
の
年
寄
に
命
じ
て
い
る
。
大
津
蔵
屋
敷
は
、
奉
行
一
名
、
下
奉
行
数
名
、

目
付
五
人
に
よ
っ
て
溝
成
さ
れ
て
い
た
。
大
津
蔵
奉
行
は
、
他
の
蔵
奉
行
と
異
な
り
、
知
行
高
二
百
石
～
二
百
五
十
石
の
家
臣
が
勤
め
、
下
奉

行
は
扶
持
米
取
り
で
あ
っ
た
。
大
津
蔵
奉
行
の
役
割
は
、
年
貢
米
の
売
り
払
い
を
主
た
る
も
の
と
し
て
い
た
が
、
払
米
に
関
し
て
は
、
幕
府
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

津
代
官
小
野
宗
左
衛
門
貞
則
の
役
割
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
小
野
貞
則
は
、
小
浜
藩
の
払
米
に
関
し
種
々
の
指
導
を
し
、
さ
ら
に
、
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

米
の
代
銀
を
預
る
と
い
う
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
京
都
屋
敷

　
大
津
払
米
代
銀
は
、
一
部
大
津
に
お
け
る
入
用
に
あ
て
ら
れ
た
が
、
大
部
分
が
江
戸
入
用
と
天
守
金
備
蓄
の
た
め
に
、
京
都
に
於
て
小
判
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

両
替
さ
れ
た
。
大
津
代
官
小
野
貞
則
に
預
け
ら
れ
た
払
米
代
銀
の
高
は
、
寛
永
十
五
年
の
よ
う
に
五
百
貫
に
も
の
ぼ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

降
は
、
大
津
に
五
十
貫
な
い
し
百
貫
目
を
残
し
、
他
は
す
べ
て
両
替
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
津
払
米
代
銀
の
京
都
へ
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

寛
永
十
二
年
、
次
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
井
）
　
　
（
鹿
野
）
　
　
（
小
林
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
浦
）
　
　
（
田
中
）

　
大
津
之
か
ね
京
都
へ
講
冷
夏
時
分
ハ
、
弥
兵
衛
・
三
太
夫
・
孫
左
衛
門
表
判
・
一
而
、
裏
判
は
七
兵
衛
・
采
女
仕
候
而
、
な
ん
と
き
も
う
け
と
ら
せ
可
申
建
立

　
岩
井
弥
兵
衛
・
鹿
野
三
太
夫
は
京
都
留
守
居
で
あ
り
、
知
行
高
は
そ
れ
ぞ
れ
二
斎
八
十
石
・
三
百
石
で
あ
っ
た
。
小
林
孫
左
衛
門
は
、
京
都

に
お
け
る
調
物
奉
行
で
あ
り
、
六
十
人
扶
持
を
得
て
い
た
。
裏
判
を
す
る
二
人
は
、
と
も
に
、
こ
の
時
期
の
小
浜
年
寄
（
家
老
）
で
あ
る
。

　
京
都
屋
敷
の
役
割
は
、
こ
の
両
替
の
外
に
、
上
方
調
物
の
役
目
が
あ
っ
た
。
両
替
が
主
と
し
て
鹿
野
三
太
夫
・
岩
井
弥
兵
衛
と
そ
の
後
継
者

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
に
対
し
、
調
物
方
は
、
お
も
に
小
林
孫
左
衛
門
の
職
掌
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
完
全
に
分
化
し
て
い
た
の
で

は
な
く
、
　
「
万
事
買
物
調
物
聖
油
」
は
、
京
都
屋
敷
の
三
人
が
「
可
申
白
銀
、
壱
人
と
し
て
仕
ま
し
く
候
、
勿
論
渡
か
た
直
垂
も
同
前
之
事
」
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幕器i体制初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
∀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

と
、
三
人
の
合
議
を
立
前
と
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
国
許
の
機
構

　
両
替
さ
れ
た
小
判
は
、
寛
永
期
に
は
、
お
も
に
小
浜
へ
送
ら
れ
、
そ
の
一
部
は
天
守
備
蓄
金
と
な
る
が
、
多
く
は
江
戸
入
用
に
あ
て
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

そ
の
運
搬
は
、
毎
年
江
戸
番
替
の
諸
士
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
後
に
は
、
両
替
さ
れ
た
小
判
は
、
番
替
の
士
に
よ
っ
て
、
京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

よ
り
直
接
江
戸
に
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
、
手
形
や
「
か
わ
せ
」
で
も
送
ら
れ
た
。

　
小
浜
に
お
け
る
金
銀
の
取
り
扱
い
は
、
基
本
的
に
は
年
寄
が
お
こ
な
い
、
そ
の
下
に
金
奉
行
（
納
戸
役
人
）
が
い
た
。
金
奉
行
の
人
数
は
、
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
匪
）

永
十
二
年
に
は
五
人
で
あ
っ
た
が
、
同
十
七
年
に
は
三
熱
に
な
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
一
名
の
補
充
が
な
さ
れ
て
い
る
。
金
奉
行
の
知
行
高
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

百
五
十
石
前
後
で
あ
り
、
納
戸
役
人
の
下
に
は
、
　
「
弐
人
扶
持
土
俵
計
堆
糞
」
程
度
の
勘
定
衆
が
数
名
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
藩
庫
全
体
の
勘
定
は
、
年
二
度
、
七
月
と
十
工
月
に
行
な
わ
れ
た
。
勘
定
の
内
容
は
、
物
成
米
の
高
、
家
臣
へ
の
渡
米
・
借
米
、
大
津
払
米
、

京
都
勘
定
、
未
進
、
代
官
方
＃
賄
方
勘
定
、
小
浜
・
敦
賀
の
町
へ
の
借
米
等
の
勘
定
で
あ
っ
た
。

（
1
）
　
覧
永
1
3
・
7
・
2
3
書
下
に
、
　
「
当
年
検
見
之
者
書
立
指
越
候
、
当
今
之
取
付

之
儀
ハ
、
検
見
之
者
眼
力
斗
を
以
免
合
指
定
候
、
大
嘉
島
儀
候
処
へ
三
人
宛
ハ
す

く
な
く
静
間
、
今
壱
人
ツ
Σ
申
付
、
都
合
四
人
前
」
二
代
官
を
盲
従
見
せ
申
候
」

　
と
あ
る
。

（
2
）
　
覚
永
十
四
年
の
分
限
帳
に
よ
っ
て
家
臣
団
構
成
を
左
に
あ
げ
る
。

知行酬人数
5000石以上i

　　　　　　3000～5000　1

2000～3000

1000～2000i、。。一、。。。i

400～600　　i

…一・・Gi

l麗lli

100～150i
　　　　　｛
　50～100　1

1

3

5

5

7

17

19

48

1so・一200　1　66

52

17

計 240合

（
3
）
　
「
秦
文
書
」
一
三
三
（
『
若
狭
漁
村
史
料
』
一
九
六
三
年
）
等
。

（
4
）
寛
永
1
1
・
1
2
・
1
5
書
下
。

（
5
）
　
～
例
を
あ
げ
る
と
、
寛
永
1
2
書
下
に
、

　
　
一
敦
賀
、
佐
柿
、
高
浜
、
熊
川
此
四
所
二
丁
気
候
馬
乗
共
物
成
之
鍍
、
大
形
其

　
　
所
想
渡
可
申
候
事

　
　
一
重
賀
之
出
小
、
　
忌
門
事
二
一
旧
も
共
所
晶
π
川
入
田
川
二
遣
、
レ
上
灘
候
ハ
」
、
　
敦
賀
之
出
小

　
　
を
払
可
申
候

　
と
あ
る
。

（
6
）
　
寛
永
1
1
・
1
2
・
2
7
書
下
。

（
7
）
藏
井
轟
響
革
L
（
東
大
史
料
編
纂
所
寄
託
酒
井
家
文
欝
）
。

（
8
）
寛
永
1
3
・
－
・
3
書
下
。

（
9
）
　
兵
太
郎
蔵
は
、
秋
田
藩
の
大
津
蔵
宿
で
あ
る
中
村
兵
太
郎
（
『
梅
津
政
景
日

記
』
元
和
5
・
6
・
2
7
条
）
の
蔵
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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（
1
0
）
　
寛
永
1
6
書
下
。

（
1
1
＞
寛
永
1
2
・
1
1
・
5
需
下
に
、
「
大
津
二
て
売
米
之
儀
、
　
（
中
略
）
当
年
汐
大

津
の
蔵
江
ハ
米
椙
届
置
可
・
甲
候
、
売
之
儀
は
、
小
野
宗
左
相
談
可
仕
之
事
」
と
あ

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貞
崩
）

（
1
2
）
　
寛
永
1
2
・
1
・
1
3
書
下
に
、
　
「
米
売
候
銀
子
小
野
宗
左
二
人
之
存
候
様
・
一
過

分
二
預
ケ
置
思
者
、
是
も
取
沙
汰
あ
る
へ
く
候
」
と
あ
る
。

（
1
3
）
寛
永
1
5
・
2
・
1
4
書
下
。

（
1
4
）
寛
永
1
2
・
遮
・
2
3
書
下
、
寛
永
1
7
・
9
・
2
6
書
下
。

（
1
5
）
　
寛
永
1
2
・
1
1
・
1
8
書
下
。

（
1
6
＞
寛
永
1
1
・
1
1
・
1
4
誉
下
。

（
1
7
）
寛
永
1
7
・
9
・
2
6
書
下
。

（
1
8
）
寛
永
1
7
・
9
・
2
6
霧
下
、
明
暦
1
・
7
・
2
書
下
。

（
1
9
）
寛
永
1
2
・
1
1
・
1
1
書
下
、
寛
永
1
7
・
7
・
2
1
鼻
下
。

（
2
0
）
　
寛
永
1
3
・
4
・
8
書
下
に
、
　
「
今
程
勘
定
之
も
の
無
之
隊
付
、

光
俵
珊
五
俵
斗
二
而
糊
抱
候
」
と
あ
る
。

（
2
1
）
寛
永
1
1
・
1
1
・
1
4
書
下
、
寛
永
n
・
1
2
・
1
5
薯
下
。

弐
人
扶
持
二
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三
　
財
　
政
　
支
　
出

藩
庫
よ
り
の
支
出
は
、
対
幕
府
関
係
の
支
出
と
藩
体
面
確
立
・
維
持
の
た
め
の
支
撫
と
に
、
大
き
く
わ
け
ら
れ
る
。

1

軍
役
軋
対
幕
府
関
係
の
支
出

　
o
D
軍
事
動
員

　
江
戸
幕
府
に
よ
る
軍
事
動
員
に
は
、
戦
時
動
員
と
平
時
動
員
と
が
あ
る
。
前
者
は
、
大
阪
冬
・
夏
の
両
陣
終
焉
以
降
、
幕
府
軍
役
全
体
の
中

で
、
比
重
は
低
く
な
っ
た
。
平
時
動
員
は
、
上
洛
・
社
参
供
奉
・
参
勤
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
寛
永
十
一
年
若
狭
転
封
以
降
の
酒
井
氏
の
軍
事
動

員
を
見
て
い
こ
う
。

　
酒
井
氏
の
軍
事
動
員
に
は
、
寛
永
十
一
年
の
上
洛
供
奉
、
寛
永
十
三
・
十
七
・
十
九
・
慶
安
元
・
二
年
の
前
後
五
回
の
日
光
社
参
供
奉
、
数

度
の
参
勤
の
平
時
動
員
と
、
慶
安
　
7
5
年
の
稲
葉
騒
動
の
軍
事
動
員
が
あ
る
。

　
将
軍
家
光
の
上
洛
は
、
元
和
九
年
・
寛
永
三
年
・
寛
永
十
一
年
の
前
後
三
度
で
あ
る
が
、
忠
勝
は
三
度
と
も
に
供
奉
し
て
い
る
。
前
の
二
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
さ
て
お
き
、
寛
永
十
一
年
の
上
洛
供
奉
に
つ
い
て
は
、
　
『
影
画
公
御
書
上
御
系
譜
』
忠
朝
の
頃
に
、



藩体制初期の藩財政（藤男二）

表H　慶安元年日光社参供奉人員

含計
供御番丁

数　1家士1足軽1中間1計薮隊到麗紳降
42

R6

P5

Q
5
9
2
1
2
4
0
8
3
7
4
1
4
2
2
6
1
4
1
6
2
2

6
　
　
　
　
　
6
◎
　
　
2

49

Q
1
2
3
4
4
3
5
3
6
4
2
2
6
1
4
1
6
2
2

6

2
1
2
3
4
　
　
3
5
3
6
4
14

P6

Q2

n
δ
　
　
2

4

2
　
　
2
　
　
ρ
0

49

36 6

n
乙
　
2

6

4
1
1
0
6

36

12

36　1　36

　　　　　36

　　　　　　12

10 1e

2 2

2

6

5

6

4

2

5

30

R0

P0

49 19　1　181　1　249　1　36012 52 47　1111

　
　
　
　
　
一
F
一
二
…
　
　
　
　
－
一
…
一
！
一
　
　
　
　
　
一
i
　
　
　
　
　
　
｝
f

∴
∴
讐
鎌
轄
鎌
賜
雛
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
）

　
寛
永
一
一
甲
一
年
六
月
二
十
日
、
大
月
一
様
御
上
一
一
節
、
父
讃

　
岐
守
忠
勝
者
、
御
側
長
長
候
付
、
為
名
代
、
家
臣
百
騎
召
供
御
跡

　
勤
之

と
あ
り
、
嫡
男
忠
朝
が
、
忠
勝
の
名
代
と
し
て
家
臣
百
騎
と

と
も
に
供
奉
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
斎
騎
と
い
う
数
が
正

確
な
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
に
脱
す
る
鉄
砲
・
槍
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

弓
等
の
人
数
を
推
算
す
れ
ば
千
人
以
上
に
な
り
、
動
員
の
大

き
さ
が
推
察
さ
れ
る
。

　
五
度
の
臼
光
社
参
供
奉
の
う
ち
、
寛
永
十
三
・
十
七
・
十

九
年
の
三
度
は
家
光
の
社
参
供
奉
で
あ
り
、
慶
安
元
・
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
二
度
は
、
三
綱
の
社
参
供
奉
で
あ
る
。
幕
府
の
日
光
社
参

供
奉
の
規
定
は
、
各
年
度
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
（
4
）

寛
永
九
年
の
規
定
が
以
後
の
範
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
定

に
従
っ
て
酒
井
氏
の
供
奉
人
数
を
計
算
す
る
と
、
馬
上
十
五

騎
で
あ
り
、
こ
れ
に
諸
道
具
・
供
奉
人
数
を
慶
安
二
年
の
軍

役
規
定
に
よ
っ
て
推
算
す
れ
ば
、
鉄
砲
三
十
五
・
弓
十
五
張

鑓
四
十
本
・
旗
四
本
・
人
数
三
亘
二
十
五
人
と
な
る
。
と
こ

　
　
　
　
（
忠
勝
）
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ろ
で
、
　
「
空
印
様
日
光
御
共
之
覚
」
に
よ
っ
て
慶
安
元
年
の
社
参
供
奉
の
様
子
が
知
ら
れ
る
の
で
、
表
且
に
示
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
鑓
三
十
六
本
・
鉄
砲
三
十
挺
・
持
筒
二
挺
・
弓
十
三
張
工
の
諸
道
具
、
家
士
六
十
一
人
・
足
軽
七
十
一
人
・
中
間
二
百
二
十

37　（37）



表田　酒井忠勝の在国期間

醗匿狭剥懲発1江騰騨年

4ケ月

　3

　4
嬉

12月8臼

12．　1

1L　1

11月22日

11．　10

11．　13

10．　3

8月19日

8．　5

9．　23

8月12日

8．　27

7．　19

9．　12

寛永11

　11　13

　11　19

　11　20

之
候
、
不
属
二
糊
気
ち
か
い
申
候
二
而
は
無
」
と
報
じ
て
い
る

へ
も
報
ぜ
ら
れ
、
粕
屋
は
江
戸
の
忠
勝
お
よ
び
国
許
年
寄
に
対
し
こ
の
報
を
送
っ
た
。

な
き
人
数
繊
申
間
敷
候
」

百
騎
」
の
準
備
を
命
じ
同
時
に
、

よ
っ
て
終
り
、
そ
の
結
果
、
洒
井
氏
の
出
陣
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
藩
庫
は
こ
う
し
た
何
時
命
ぜ
ら
れ
る
か
知
れ
ぬ
出
陣
の
費
用
を
賄
っ

て
い
く
だ
け
の
も
の
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。

八
人
総
人
数
三
百
六
十
人
が
動
員
さ
れ
た
。
こ
の
人
数
は
、
先
の
寛
永
九
年
の
規
定
に
も
と
ず
く
．
推
算
人
数
と
は
ほ

ぼ
同
数
で
あ
り
、
慶
安
元
年
以
外
の
社
参
供
奉
動
員
数
も
、
三
百
五
十
八
人
前
後
が
動
員
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
幕
府
の
大
名
統
鯛
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
参
勤
交
代
は
戦
時
動
員
に
か
か
わ
る
軍
事
動
員
で
あ
る
が
、
諸
大

名
に
と
っ
て
そ
の
財
政
支
出
は
、
多
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
洒
井
氏
の
場
合
は
、
老
中
大
老
と
い
っ
た
幕

府
の
重
職
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
府
を
強
い
ら
れ
た
結
果
、
参
勤
交
代
そ
の
も
の
の
藩
庫
に
与
え
た
財
政
負
担
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

比
較
的
軽
い
も
の
と
な
っ
た
。
忠
勝
の
参
勤
は
、
若
狭
転
封
の
寛
永
十
～
年
よ
り
忠
直
に
家
督
を
譲
る
明
暦
二
年
ま

で
の
二
十
三
年
闘
に
、
わ
ず
か
四
回
で
あ
り
、
内
一
回
は
後
光
明
天
皇
即
位
式
の
た
め
京
都
に
上
る
道
中
十
日
間
の

在
国
で
あ
る
。
他
の
在
国
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
の
期
間
は
、
わ
ず
か
四
ケ
月
に
す
ぎ
ず
、
諸
大
名
の
参
勤
と
は
、

非
常
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
（
表
皿
参
照
）
。

　
　
　
（
7
）

　
稲
葉
騒
動
　
慶
安
元
年
八
月
、
福
知
山
四
万
五
千
石
の
城
主
稲
葉
紀
通
が
、
一
説
に
は
気
が
違
い
、
「
人
あ
ま
た
殺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

害
仕
、
城
廻
大
木
を
切
、
二
輪
か
ら
堀
を
さ
ら
え
、
水
を
た
め
、
其
外
色
々
不
作
法
」
を
行
な
い
、
八
月
二
十
日
居

　
　
　
　
　
　
（
9
）

城
内
で
自
殺
し
た
事
件
で
あ
る
。
稲
葉
紀
通
気
違
の
報
は
、
八
月
十
一
日
置
京
都
所
司
代
板
倉
重
唱
に
よ
っ
て
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
通
）

時
京
都
に
い
た
忠
朝
に
報
ぜ
ら
れ
た
が
、
同
月
十
五
日
の
再
度
の
糖
質
の
書
状
は
、
　
「
淡
州
義
は
や
別
二
相
替
儀
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
こ
の
情
報
は
、
忠
朝
の
所
に
届
く
と
同
時
に
、
京
都
留
守
居
墨
守
勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
、
忠
勝
は
、
国
許
の
年
寄
に
、
　
「
物
主
も

と
命
じ
な
が
ら
も
、
板
倉
重
宗
か
ら
の
救
援
の
要
請
を
予
測
し
、
　
「
鉄
砲
弐
百
挺
、
弓
五
十
張
、
鎚
五
十
本
、
馬
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
　
馬
の
不
足
分
の
算
段
や
出
陣
の
際
の
家
中
借
銀
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
稲
葉
騒
動
は
、
事
態
の
早
い
進
展
に
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幕藩体制初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
普
　
講
　
役

　
酒
井
氏
に
課
せ
ら
れ
た
普
請
役
は
、
若
狭
転
封
後
だ
け
で
も
、
寛
永
十
四
年
の
江
戸
城
本
丸
中
仕
切
門
櫓
、
寛
永
十
六
年
号
江
戸
城
普
講
役
、

慶
安
三
年
の
中
仕
切
門
の
修
復
、
承
応
元
年
の
日
光
普
請
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
寛
永
十
四
年
の
中
仕
切
鉄
門
櫓
の
普
請
は
、
前
年
寛
永
十
三
年
、
幕
府
が
諸
大
名
に
命
じ
た
江
戸
城
惣
郭
造
営
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
普
請
役
の
準
備
の
た
め
、
は
や
く
も
寛
永
十
三
年
一
月
、
国
許
年
寄
に
、
郷
中
間
三
百
人
、
郷
足
軽
百
～
百
五
十
人
、
そ
の
他
足
軽
・
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

木
の
も
の
を
抱
え
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
三
月
二
十
七
日
に
は
、

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
場
中
）

　
一
　
手
木
之
も
の
之
二
二
申
越
候
、
若
州
二
野
抱
申
手
木
之
も
の
晶
て
ハ
、
ば
な
か
の
普
請
ハ
早
成
ま
し
く
候
間
、
大
坂
・
潔
い
つ
か
た
二
て
も
、
急
度
人
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
）

　
　
ら
を
え
ら
ひ
都
合
弐
百
人
之
は
つ
、
ま
へ
金
を
出
し
約
束
仕
置
可
申
候
事

　
一
　
足
軽
其
許
二
而
抱
尊
慮
五
百
人
之
外
二
弐
百
人
抱
三
百
心
意
、
是
も
成
程
人
か
ら
を
え
ら
ひ
、
い
か
に
も
普
請
を
も
急
度
隆
盛
も
の
を
、
少
給
分
高
く
候

　
　
共
か
」
へ
置
可
申
候
裏

と
命
じ
、
さ
ら
に
、

　
一
　
愛
元
晶
抱
置
候
足
軽
此
已
前
之
者
百
人
在
逸
事
候
、
此
度
新
著
二
百
人
か
』
へ
さ
せ
都
合
弐
百
人
の
は
つ
二
云
誤
候
事

と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
勝
は
、
普
請
人
足
を
国
許
に
於
て
確
保
す
る
と
同
時
に
、
普
請
役
に
備
え
て
、
国
許
の
留
守
の
実
体
綱
を

　
　
　
　
（
絡
）

命
じ
て
い
る
。
留
守
の
番
体
制
は
、
小
浜
城
留
守
居
と
し
て
、
武
久
庄
兵
衛
を
命
じ
、
そ
の
他
町
奉
行
を
残
し
た
が
、
「
小
浜
井
所
々
番
所
」
に

は
、
足
軽
五
百
人
中
「
人
柄
悪
、
普
請
な
と
な
る
ま
し
き
も
の
」
八
十
二
人
、
中
間
三
百
二
十
人
中
「
年
寄
又
ひ
よ
わ
な
る
人
柄
悪
も
の
」

四
十
一
人
、
総
数
百
二
十
三
人
を
残
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
普
請
役
は
、
署
内
の
諸
事
情
に
優
先
し
て
果
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
諸
事
実
を
整
理
し
て
み
る
と
、
江
戸
聴
講
に
動
員
さ
れ
た
人
数
は
、
足
軽
四
百
十
八
人
・
中
間
二
百
七
十
九
人
・
手
木
の

老
二
百
人
・
郷
中
問
三
百
人
・
郷
足
軽
二
百
人
・
江
戸
足
軽
二
百
人
総
計
千
五
百
人
以
上
に
及
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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普
請
労
働
力
確
保
に
際
し
、
忠
勝
は
、
　
「
本
給
本
扶
持
に
て
離
婁
抱
候
事
野
間
敷
演
間
」
、
「
給
肖
者
扶
持
な
し
二
七
八
表
斗
二
て
も
か
か
へ

　
　
　
（
1
7
）

冠
着
申
候
」
と
、
藩
庫
の
恒
常
的
負
担
に
な
ら
ぬ
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
普
請
労
働
力
は
中
核
を
足
軽
・
中
間
に
お
き
な
が
ら
も
、

臨
時
に
抱
え
ら
れ
た
り
雇
わ
れ
た
り
し
た
「
手
木
の
も
の
」
・
郷
足
軽
・
郷
中
間
に
か
な
り
の
部
分
を
依
存
し
て
い
た
。
普
請
役
の
負
担
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

常
時
の
家
臣
軍
役
で
は
賄
え
ぬ
大
き
な
支
出
で
あ
っ
た
。
な
お
、
寛
永
十
四
年
の
普
請
は
、
二
月
か
ら
八
月
ま
で
の
八
ケ
月
に
わ
た
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
江
戸
域
）
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
寛
永
十
六
年
の
普
請
役
は
、
同
年
八
月
十
一
日
の
「
御
本
丸
炎
上
付
、
中
仕
切
石
垣
御
普
請
之
御
手
伝
願
之
上
被
仰
付
偏
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

こ
れ
に
よ
っ
て
、
忠
勝
は
、
国
許
年
寄
に
、
　
「
善
請
之
者
九
月
廿
日
時
分
、
若
狭
相
楽
、
十
月
初
二
参
着
古
塁
二
丁
可
申
付
候
」
と
報
じ
た
。

こ
の
普
請
役
に
動
員
さ
れ
た
人
数
・
費
用
と
も
に
知
り
得
な
い
が
、
次
に
述
べ
る
慶
安
三
年
の
例
か
ら
、
動
員
人
数
は
、
千
人
を
下
ら
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
普
講
は
、
十
月
目
始
ま
り
、
閏
十
一
月
二
十
八
日
「
本
丸
惣
石
垣
成
功
」
に
至
る
三
ケ
月
問
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
慶
安
三
年
忌
普
請
役
は
、
慶
安
二
年
六
月
の
江
戸
大
地
震
に
よ
っ
て
、
江
戸
城
諸
々
の
崩
れ
た
石
垣
の
修
復
で
あ
っ
た
。
慶
安
二
年
七
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

六
日
に
、
忠
勝
は
、
以
前
普
請
役
を
勤
め
た
中
仕
切
門
附
近
の
石
畳
の
修
築
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
忠
勝
は
、
す
ぐ
さ
ま
国
許
の
年
寄
に

　
先
年
我
等
陰
野
候
御
本
丸
盆
中
仕
切
砂
石
壇
、
今
度
之
地
震
二
而
す
り
あ
は
せ
の
は
口
所
々
少
ツ
・
は
ミ
出
候
間
、
以
来
地
震
之
時
分
す
り
あ
は
せ
ハ
悪
候

　
間
、
只
今
面
す
り
あ
は
せ
の
石
垣
を
築
込
、
ひ
か
へ
の
よ
き
の
つ
ら
石
候
而
、
さ
や
石
臼
縞
話
せ
軍
器
候
由
被
仰
付
候
間
、
今
程
右
之
石
垣
之
石
、
従
公
儀
伊

　
豆
へ
御
作
候
、
来
年
正
、
二
月
目
出
立
可
申
間
、
普
請
之
老
、
足
軽
小
者
役
念
者
都
合
千
人
分
可
申
付
候
、
奉
行
人
以
下
は
追
而
可
申
越
候

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
、
申
し
送
っ
て
い
る
。
本
格
的
な
普
請
に
先
立
っ
て
、
若
狭
よ
り
、
足
軽
百
人
が
「
御
本
丸
さ
や
石
垣
之
普
請
一
こ
動
員
さ
れ
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

こ
の
年
、
普
請
人
足
に
着
せ
る
「
木
綿
之
単
物
」
千
五
百
、
　
「
は
Σ
き
」
千
五
百
を
国
許
に
準
備
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
普
請
に
予
定
さ
れ
た
動

員
数
は
千
五
百
人
で
あ
っ
た
が
、
慶
安
三
年
一
月
二
十
七
臼
に
な
っ
て
、
「
御
本
丸
中
仕
切
之
耳
石
壇
、
当
暮
十
月
、
さ
な
く
候
ハ
・
、
来
春
迄

　
　
　
　
（
2
8
）

心
延
申
候
付
」
と
普
請
延
期
が
国
許
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
報
が
国
許
に
達
す
る
時
に
は
、
普
請
衆
・
人
足
は
、
す
で
に
江
戸
へ
の
道
中
に
あ

っ
た
。
国
許
に
帰
っ
た
足
軽
・
中
悶
の
内
、
足
軽
二
思
人
、
中
間
百
人
都
合
三
百
人
が
、
「
雑
子
橋
御
門
の
外
迄
三
共
数
多
相
届
亡
妻
、
以
来
之
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幕藩体髄初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

手
廻
二
も
乱
言
、
御
笑
近
所
へ
順
々
二
か
た
つ
け
可
申
候
、
其
外
二
も
用
所
在
之
」
た
め
に
、
江
戸
へ
、
改
め
て
出
発
し
た
。
こ
う
し
て
延
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

さ
れ
た
普
請
は
、
同
年
十
一
月
、
忠
勝
の
弟
で
あ
る
洒
井
忠
吉
の
手
に
よ
っ
て
成
功
さ
れ
た
。

　
承
応
元
年
の
霞
光
普
請
役
は
、
忠
勝
の
勤
め
た
普
請
役
中
最
大
の
も
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
か
な
り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

慶
安
困
年
四
月
頃
十
日
、
三
代
将
軍
家
光
が
死
去
し
、
そ
の
遺
命
に
よ
っ
て
艮
光
山
に
葬
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
霊
廟
の
造
営
の
た
め
に
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

府
は
、
慶
安
四
年
六
月
、
酒
井
忠
勝
に
、
日
光
山
霊
廟
構
造
の
惣
督
を
命
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
忠
勝
は
、
国
許
年
寄
に
、
「
小
屋
の
跡
井
役
人
」
の
人
数
の
外
二
千
人
の
人
足
の
積
り
を
す
る
こ
と
を
命
じ
、
翌
年
初
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に
始
ま
る
普
請
に
備
え
た
。
人
足
に
つ
い
て
は
、
公
称
二
千
人
と
し
、
実
際
に
は
、
千
七
百
人
の
積
り
を
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
一
方
、
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

月
に
は
、
普
請
役
の
者
に
対
す
る
借
銀
を
十
一
月
ま
で
に
決
定
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
国
許
の
十
体
舗
に
つ
い
て
は
、
九
月
に
「
城
中
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

国
の
番
」
の
者
を
決
定
す
る
よ
う
命
じ
、
小
浜
・
敦
賀
等
の
軍
事
的
要
地
を
堅
め
、
さ
ら
に
同
年
八
月
の
由
井
正
雪
の
騒
動
に
か
ん
が
み
、
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

廻
り
の
橋
結
の
番
を
町
人
や
近
村
の
百
姓
に
命
じ
、
十
二
月
に
は
各
所
の
番
所
の
増
員
を
は
か
っ
て
お
り
、
寛
永
十
四
年
の
普
請
役
の
蒋
の
番

体
調
と
比
較
す
る
と
、
非
常
に
厳
重
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
忠
勝
は
な
お
も
、
　
「
其
元
二
残
し
置
候
足
軽
百
八
拾
五
人
之
由
申
越
候
、
霊
棚
余

大
勢
二
上
問
、
弥
吟
味
仕
、
百
五
拾
人
二
而
其
元
仕
候
而
、
遺
墨
共
足
軽
ハ
多
ク
指
下
面
様
二
可
仕
候
、
乍
擬
革
十
人
廿
人
成
共
多
指
下
宮
様
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

可
仕
候
、
其
元
三
冊
引
ケ
人
催
事
く
る
し
か
ら
ぬ
所
ハ
足
軽
之
代
二
小
者
を
残
置
、
足
軽
を
ハ
少
成
共
益
ク
指
霊
宝
様
二
可
仕
三
碧
」
と
、
人
足

の
数
と
質
の
増
強
を
策
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
ま
た
、
こ
の
日
光
普
請
の
諸
奉
行
・
下
奉
行
は
表
W
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
確
保
さ
れ
た
普
請
衆
・
人
足
の
江
戸
田
光
へ
の
第
一
陣
と
し
て
、
総
奉
行
で
あ
る
酒
井
内
匠
・
堀
甚
右
衛
門
、
材
木
奉
行
鹿
野
三

太
夫
が
、
正
月
に
江
戸
へ
参
着
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
、
こ
の
外
の
普
請
衆
は
、
三
組
に
分
か
れ
、
人
足
五
六
百
人
ず
っ
と
共
に
、
東
海
道
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

は
木
曾
路
を
通
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
日
光
に
着
く
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
日
光
普
請
役
に
要
し
た
費
用
は
、
慶
安
四
年
十
一
月
五
日
の
江
戸
家
老
よ
り
国
許
年
寄
に
宛
て
た
書
状
に
、
　
「
来
年
日
光
御
ふ
し
ん
ニ
ハ
御
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役
の
外
、
過
分
二
一
人
数
を
も
被
一
一
、
其
上
色
々
相
回
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寄
進
）

内
、
何
三
冊
も
急
度
御
き
し
ん
可
被
成
と
思
弼
三
二
付
て
、
弐

万
両
も
入
可
申
之
由
」
と
あ
り
、
そ
の
費
用
の
多
大
さ
を
窺
い

う
る
。
さ
ら
に
、
普
請
役
の
承
応
元
年
十
一
月
江
戸
家
老
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
V

国
許
年
寄
に
出
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
覚
え
が
あ
る
。

　
　
日
光
御
普
請
二
断
煙
町
回
借
物
三
三

　
　
一
高
百
石
二
三
銀
弐
百
目
宛
　
　
日
光
へ
御
奉
行
・
一
参
候
知
行
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

　
　
功
烈
江
戸
詰
ノ
知
行
取
拾
弐
人
江
者
此
方
二
葡
申
渡
候
（
中
略
）

表鐸　日光普請の奉行

1奉行1下奉行1合計

3
5
7
7
6
1
0

9
6
6
4
4
4
5
2
4
4
4
4
2
3

4
4
4
5
5
3
3
2
　
2

2
　
　
2
　
　
2
　
　
ワ
一

3
5
3
3
2
5
4
3
3
2
4
2
5
2
2
2
2
2
2
3

葡
〃
〃
・
〃
〃
・
〃
〃
〃
・
・
〃
〃
衆
衆
勅
・
〃
〃

　
〆
請
木
金
殿
塔
楼
門
物
　
石
物
具
付
番
　
方
　
単

元
、
斑
仏
宝
融
囎
苧
・
屋
持
味

惣
惣
普
材
銅
御
御
里
中
塗
絵
居
万
普
御
火
小
扶
薪
累

計 59　i　40　1　99合

＝
繭
百
石
付
銀
百
五
拾
目
宛

一
銀
三
百
目

一
銀
弐
百
揖

一
銀
弐
百
目

一
金
壱
両
宛

一
米
納
八
百
三
拾
弐
俵

一
米
約
四
拾
三
俵

役
ノ
者
斗
出
候
知
行
取
之
分
、
豊
本
役
半
役
共
二

加
藤
源
五
左
衛
門

土
方
文
太
夫

香
川
六
郎
左
衛
…
…
門

小
原
又
右
衛
門
、
石
川
庄
右
衛
門
、
橋
本
五
右
衛
門
、
横
山
市
郎
左
衛
門

若
州
御
足
軽
四
百
拾
六
人
、
但
一
人
晶
付
弐
俵
ツ
・

若
州
御
中
間
四
拾
三
人
・
但
一
人
二
付
一
俵
ツ
・
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幽
幽
通
、
最
前
一
度
之
借
物
取
分
ハ
鼻
溝
不
残
量
下
候
、
此
外
日
光
・
若
州
二
て
折
々
御
か
し
被
成
候
金
銀
米
之
分
局
、
知
行
取
、
切
米
取
、
足
軽
、
中
間
共

　
二
何
も
御
引
取
可
被
成
候
、
以
上
（
後
略
）

こ
の
史
料
は
、
国
許
に
お
け
る
貸
方
の
み
で
、
江
戸
に
お
け
る
貸
方
を
含
ん
で
は
い
な
い
が
、
日
光
普
請
に
下
っ
た
家
臣
・
足
軽
・
中
聞
に
貸



し
た
米
銭
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
事
と
、
蒙
臣
の
半
数
が
日
光
普
請
に
下
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
光
普
請
の
家
中
へ
の
支
出
を
推
算
す
る
と
、

銀
百
貫
目
、
米
野
壷
七
十
五
俵
余
に
及
ぶ
。
こ
れ
と
先
の
二
万
両
と
を
加
え
る
と
、
藩
庫
か
ら
の
支
出
は
、
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

り
得
る
。

幕藩体制初期の藩財政（藤井）

丁数｛費

表V　酒井氏の勤めた幕府普講役

年 普請場所 期 間】動　員

　1500人
（江戸中間除）

　　（1000人）

（江芦足軽中間除）

8ケ月2月～8月
江戸城本丸

　中仕切鉄門櫓
寛永14

3ケ月
10月～壬

　　　　11月
中仕切の石垣寛永16

，
．1000人一→1500人⊥ヒ中中仕切の石垣

　　　　の修築

侭，慶安2年1；

　へ下った。

侭，慶安2年に準備のため足軽100人，中止後，足軽間300人が江戸
慶安3

金2万両

銀100貫目

米825俵

　　　1700人

　（公称2000人）

（江戸足軽・中間除）

10ケ月2月～11月日光大猷弓手承応1

注し「期間」は，江戸（日光）上下の日数を含んでいない。

　2．江戸足軽中闘の数は，万治1年，・それぞれ221人，166人であった。な
　　お，実際に普請に加つた数は250人前後であった（慶安3，1．14書下）。

　
以
上
述
べ
て
き
た
藩
府
普
請
役
を
整
理
し
、
表
に
し
だ
も
の
が
蓑
V
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磁
）

　
洒
井
氏
に
課
さ
れ
た
普
請
役
の
性
格
を
、
外
様
大
名
上
杉
氏
（
米
沢
三
十
万
石
）
と

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
普
請
役
の
圓
数
を
、
寛
永
十
一
年

以
降
に
つ
い
て
見
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
動
員
人
数
に
つ
い
て
は
、
上
杉
氏

が
寛
永
十
三
年
の
江
戸
城
普
請
に
、
半
役
三
千
人
を
動
員
し
た
の
に
対
し
、
三
井
氏

は
千
五
百
人
を
動
員
し
、
上
杉
氏
は
斎
石
当
り
一
人
、
酒
井
氏
は
百
石
当
り
一
・

二
人
と
な
り
、
上
杉
氏
よ
り
大
き
な
負
担
で
あ
る
。
動
員
数
に
つ
い
て
は
慶
長
十

一
年
の
「
御
一
箪
後
大
国
役
」
に
、
毛
利
氏
（
三
十
二
万
石
）
の
動
員
数
が
二
千
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

百
人
余
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
譜
代
大
名
酒
井
氏
の
動
員
の
多
さ
が
窺
え
る
。

た
だ
し
、
普
請
役
負
課
の
情
報
は
、
譜
代
大
名
の
方
が
早
く
知
り
得
、
こ
の
事
は
、

準
備
段
階
で
、
譜
代
大
名
に
と
っ
て
有
利
な
条
件
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
通
説
で

は
、
幕
府
に
よ
る
普
請
役
賦
課
は
、
外
様
大
名
に
苛
烈
で
、
譜
代
に
は
軽
い
も
の

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
譜
代
大
名
の
普
請
役

は
、
決
し
て
外
様
大
名
の
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
通
説

的
見
解
は
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
③
日
常
奉
公
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嫡　　谷
章草（5）三年・・1寄

州願　酒井忠勝の寄進・造蛍

進・造 嘗

表M

堂
の
修
復
と
慶
安
三
年
の
日
光
東
照
宮
五
重
塔
の
建
立
で
あ
ろ
う
。

同
時
奉
公

も
述
べ
た
よ
う
に
、
忠
勝
は
寛
永
元
年
よ
り
同
十
五
年
ま
で
老
中
、
以
降
致
仕
す
る
明
暦
二
年
ま
で
大
老
の
地
位
に
あ
っ
た
。
一
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

朝
は
、
寛
永
十
二
年
十
月
よ
り
、
土
井
利
隆
と
共
に
小
姓
組
の
番
頭
と
な
る
と
同
蒔
に
、
後
の
若
年
寄
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
寛
永

7
5
7
7
2
　
7
7
　
2

侃
侃
狙
里
住
“
“
a
”

4
臥
a
＆
U
a
L
翫
肌
4

鯛
祠
潔
巌
〃
二

　i　承寿δ；1．　4．20

割；1：ユ1：、1

：五；

重i〃3・9・17

江戸城ニノ：丸東照宮昌金燈籠

増上寺へ銅燈籠

竹越無量寺へ多宝塔

日光家康廟昌石燈籠

日光山慈眼堂昌石燈籠

鎌倉長谷寺観音堂の修造

三河龍山寺駿河久能山＝石塔籠

日光東照宮二石燈籠

日光東照宮二五重塔建立

E光大鰍院覇へ銅燈籠二食

日光大猷院翻へ銅燈籠：二二

日光山宝樹院へ銅燈籠

紅葉山大猷院潮へ釣燈籠

紅葉山東照宮＝鍼登籠

年代i釧
寛永撃
l
gl
g；
g

蘇1

　2
慶安・1

1
9
7
6
6
4
0
1
0
0
1
2
1

　
　
ー
ユ
ー
1
1
工
1
1

　
　
　
臼
常
奉
公
の
最
大

　
　
す
で
に
忠
勝
は
老
中

　
　
大
老
と
い
っ
た
職
に

　
　
と
な
っ
た
と
思
わ
れ

　
　
渡
御
は
、
狭
い
意
味

　
　
う
関
係
に
お
い
て
、
・

　
　
渡
御
を
、
　
『
徳
川
実

　
　
八
回
に
も
及
ん
だ
。

　
　
の
も
の
か
ら
、
猿
楽

　
　
㈲
寄
進
・
造
営

　
　
　
忠
勝
の
行
っ
た
寄

　
　
な
い
し
藩
の
た
め
の

　
　
接
的
軍
役
と
し
て
と

　
　
営
を
整
理
し
た
も
の

　
　
た
と
思
わ
れ
る
も
の

塔
の
建
立
で
あ
ろ
う
。

進
や
造
営
に
は
、
幕
府
な
い
し
将
軍
に
対
す
る
も
の
と
、
自
己

も
の
の
二
種
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
前
者
を
幕
府
に
よ
る
間

り
あ
げ
た
い
。
入
国
以
降
の
忠
勝
の
前
者
に
属
す
る
寄
進
・
造

　
　
（
4
8
酎

が
表
鴨
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
で
、
特
に
多
大
の
費
用
を
要
し

は
、
将
軍
家
光
の
厄
比
い
の
た
め
に
行
わ
れ
た
正
保
二
年
の
長

811耀曇口合

の
も
の
は
、
江
戸
在
府
で
あ
る
。
一
一
十
一
年
の
若
狭
入
国
時
、

の
要
職
に
あ
り
、
寛
永
十
五
年
に
は
大
老
と
な
っ
た
。
老
中
・

付
随
し
た
種
々
の
奉
公
が
あ
る
。
こ
の
外
、
多
大
の
財
政
負
担

る
も
の
に
、
家
光
の
忠
勝
別
業
・
別
塁
渡
御
が
あ
る
。
家
光
の

・
で
は
奉
公
（
軍
役
）
と
は
な
り
得
な
い
が
、
対
幕
府
・
将
軍
と
い

奉
公
の
一
部
を
な
す
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
家
光
の
忠
勝
邸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
＞

紀
』
等
に
よ
っ
て
示
す
と
表
W
の
ご
と
く
で
あ
り
、
前
後
百
十

ま
た
、
そ
の
内
容
は
、
鷹
狩
り
の
帰
途
立
寄
る
と
い
っ
た
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

や
相
撲
を
も
っ
て
饗
応
し
た
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
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幕藩体制初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

十
五
年
に
は
、
永
井
尚
政
等
と
同
様
奏
者
番
と
な
っ
た
。
二
男
忠
直
は
、
寛
永
十
八
年
家
綱
の
小
姓
と
な
り
、
正
保
元
年
本
城
の
勤
め
と
な
つ

（
5
1
）

た
。
ま
た
、
忠
勝
は
、
忠
直
に
家
督
を
譲
っ
て
か
ら
も
、
様
々
の
形
で
奉
公
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
大
名
に
お
い
て
、
親
子
が
同
時
に
奉

公
す
る
こ
と
は
、
ま
ま
見
ら
れ
る
が
、
外
様
大
名
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
で
は
、
親
子
が
同
時
奉
公
す
る
た
め
の
経
済
基
盤
は
何
処
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
忠
勝
の
父
忠
利
が
江
戸
留
守
居
で
あ
り
、
忠
勝
が
老
中
で
あ
っ
た
寛
永
初
年
に
は
、
忠
利
、
忠
勝
と
も
そ
れ
ぞ
れ
、

三
万
七
千
石
、
三
万
石
を
領
し
て
お
り
、
財
政
基
盤
を
幕
府
よ
り
給
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
知
行
地
に
お
い
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
寛
永
十
六
年
八
月
の
忠
勝
の
書
下
に
、

　
　
（
忠
朝
）

　
備
後
守
弐
万
石
之
勘
定
稲
究
、
一
紙
此
方
へ
越
候
て
、
見
せ
可
申
候
、
其
上
当
物
成
∂
請
取
つ
か
い
候
様
・
一
可
仕
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

と
あ
る
。
ま
た
明
暦
一
一
年
に
忠
直
に
家
督
を
譲
る
に
あ
た
っ
て
、
国
許
の
年
寄
に
宛
て
た
書
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
醸
）

　
為
隠
居
領
高
弐
思
至
ッ
取
之
積
・
一
、
修
理
所
よ
り
相
渡
候
、
近
年
修
理
弐
万
石
之
支
配
之
通
、
於
隣
地
可
然
様
二
納
所
払
方
申
付
、
年
々
鑑
識
勘
定
候
、
知
行

　
取
・
切
米
取
於
其
許
米
・
需
取
申
愚
者
も
可
有
之
候
へ
共
、
大
分
者
脂
漏
戸
金
二
而
出
し
候
、
其
上
借
物
等
之
百
万
豊
年
者
数
多
可
有
之
候
、
左
様
二
候
ハ
・
、

　
大
津
二
而
払
候
米
可
有
之
候
間
、
修
理
払
米
と
同
前
二
大
津
へ
廻
し
撃
払
単
磁
二
可
申
付
候

と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
忠
朝
・
忠
直
、
隠
腸
後
の
忠
勝
の
財
政
基
盤
は
、
藩
主
の
知
行
高
十
二
万
三
干
石
の
内
二
万
石
の
物
成

（一

恊
ﾎ
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
収
納
・
払
方
は
藩
の
機
構
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
、
勘
定
も
藩
庁
が
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
同
時
奉
・
公
は
、
藩
主
ば
か
り
か
、
子
息
や
隠
居
の
財
政
基
盤
を
も
、
藩
主
の
知
行
高
の
内
に
お
く
こ
と
を
強
い
て
お

り
、
こ
の
こ
と
は
、
藩
庫
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
軍
事
動
員
、
普
請
役
、
日
常
奉
公
、
寄
進
・
造
営
、
同
時
奉
公
等
、
広
い
意
味
で
の
幕
府
軍
役
を
藩
財
政
と
の
か
か
わ
り
あ
い
で
見

て
き
た
が
、
軍
事
動
員
は
、
寛
永
期
以
降
の
藩
財
政
に
と
っ
て
、
相
対
的
に
は
負
担
は
軽
く
、
普
請
役
が
非
常
に
重
い
負
覆
と
な
っ
た
。
ま
た
、

，
洒
井
氏
の
勤
め
た
普
請
役
は
、
承
応
元
年
の
日
光
普
請
以
後
、
享
保
工
年
の
有
章
院
（
墨
継
）
廟
の
普
請
役
ま
で
さ
し
た
る
も
の
は
な
く
、
こ
の

時
期
の
藩
財
政
に
時
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

45　（45）



2

藩
体
制
確
立
・
維
持
の
た
め
の
支
出

　
G
p
諸
普
　
請

　
藩
独
自
の
普
請
中
、
も
っ
と
も
大
規
模
な
普
請
は
、
居
城
小
浜
城
の
普
請
で
あ
っ
た
。
大
永
二
年
、
若
狭
守
護
武
田
元
光
は
、
小
浜
の
町
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

南
に
あ
る
後
瀬
山
に
城
を
築
き
、
山
下
の
小
浜
に
館
を
営
ん
だ
。
こ
れ
以
後
、
丹
羽
・
浅
野
・
木
下
・
京
極
諸
氏
は
、
こ
の
山
城
と
館
を
受
け

　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

継
い
で
い
っ
た
が
、
慶
長
六
年
、
京
極
高
次
は
、
南
川
・
北
川
の
合
流
点
で
、
小
浜
の
町
と
接
す
る
所
に
、
水
癌
を
営
も
う
と
し
た
。
し
か
し
、

京
極
二
代
の
間
に
は
、
石
垣
を
中
心
と
し
て
、
わ
ず
か
の
館
だ
け
が
建
て
ら
れ
た
だ
け
で
、
天
守
以
下
多
く
の
部
分
が
完
成
し
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
寛
永
十
一
年
八
月
、
若
狭
入
封
直
後
の
忠
勝
は
、
幕
府
よ
り
城
郭
普
請
の
許
可
を
得
た
。

　
若
狭
小
浜
之
城
石
垣
・
塀
・
櫓
門
破
損
修
復
唇
面
堀
江
砂
入
念
所
、
随
其
時
々
璽
候
事
、
絵
図
之
通
被
成
御
高
覧
、
以
連
々
普
請
可
申
付
之
旨
重
継
出
演
、
可

　
被
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
（
後
略
）

こ
う
し
て
入
国
早
々
、
小
浜
城
石
垣
・
堀
・
櫓
門
の
修
復
、
堀
淡
い
等
が
行
わ
れ
た
が
、
つ
づ
ぐ
寛
永
十
二
年
二
月
に
は
、
幕
府
よ
り
、
　
「
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

浜
城
殿
主
」
　
「
西
丸
北
南
西
三
方
百
石
出
面
間
上
之
築
造
」
等
の
許
可
を
得
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
同
年
一
月
、
国
許
年
寄
に
対
し
、
西
ノ
丸
大

手
の
樹
木
の
移
転
、
石
垣
普
請
の
た
め
の
石
の
積
り
、
矢
倉
三
つ
の
建
設
の
準
備
、
労
働
力
と
し
て
の
足
軽
・
中
間
・
手
木
の
者
の
確
保
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

諸
々
の
指
示
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
小
浜
城
普
請
の
進
行
を
追
っ
て
い
く
と
、
寛
永
十
二
年
三
月
に
始
ま
っ
た
普
請
は
、
七
月
ま
で
西
ノ
丸
石
垣
の
石
の
準
備
と
天
守
作
事
材
料

の
調
達
が
な
さ
れ
た
。
天
守
台
は
、
一
旦
七
月
に
完
成
す
る
が
、
七
月
廿
六
日
に
な
っ
て
、
欠
陥
が
発
見
さ
れ
、
天
守
台
石
垣
の
築
き
直
し
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
十
月
頃
天
守
台
が
完
成
し
、
同
年
十
一
月
十
三
日
に
、
京
都
大
工
中
井
五
郎
助
の
手
で
三
重
三
層
の
天
守
の
棟
上
が

な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
西
ノ
軽
石
壇
普
請
は
、
こ
の
年
の
洪
水
に
よ
る
橋
の
破
損
修
復
の
た
め
、
翌
年
に
持
ち
越
さ
れ
た
。
一
方
、
天
守
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

事
は
引
続
き
行
わ
れ
、
寛
永
十
三
年
十
月
に
完
成
し
た
。
ま
た
、
餌
ノ
丸
石
垣
普
請
、
矢
倉
作
事
は
、
寛
永
十
三
年
八
月
、
忠
勝
の
在
国
中
に
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完
成
さ
れ
た
。
城
郭
の
規
模
は
、
外
堀
南
北
百
三
十
間
、
東
西
百
五
十
七
間
、
本
丸
・
西
丸
・
北
丸
・
二
世
・
三
丸
・
を
も
ち
、
櫓
三
十
二
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

多
門
五
・
埋
門
二
を
そ
な
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と
も

　
小
浜
城
普
請
に
使
用
さ
れ
た
資
材
中
最
大
の
量
で
あ
っ
た
石
材
は
、
主
と
し
て
外
面
（
蘇
洞
門
）
の
石
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
作
事
用
の
材

木
の
多
く
は
、
野
中
の
山
よ
り
、
山
奉
行
の
手
配
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
が
、
天
守
用
の
材
木
は
、
寛
永
十
一
年
、
秋
田
で
あ
つ
ら
え
て
お
り
、

同
十
二
年
五
月
に
小
浜
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
外
に
も
、
敦
賀
・
小
浜
に
お
け
る
売
木
を
買
い
、
竹
・
縄
等
の
諸
資
材
の
一
部
を
商
人
よ
り

買
い
入
れ
て
い
る
。

　
労
働
力
の
中
核
は
、
足
軽
・
中
間
お
よ
び
家
臣
に
課
さ
れ
た
普
請
役
か
ら
の
人
数
で
あ
り
、
そ
れ
に
、
郷
足
軽
・
郷
中
間
・
手
木
の
者
が
加

わ
っ
た
。
天
守
や
多
門
の
作
事
は
、
主
と
し
て
京
都
よ
り
下
っ
た
大
工
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
京
都
大
工
の
外
に
も
、
寛
永
十
七
年
の
小
浜
家

　
（
6
3
）

職
調
べ
に
よ
る
と
、
小
浜
に
は
二
百
四
十
六
人
の
家
大
工
が
お
り
、
こ
れ
ら
の
多
く
も
城
作
事
に
携
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
天
守
の
壁
塗
り
の
た
め
、
江
戸
よ
り
左
官
も
下
っ
た
。
さ
ら
に
、
西
ノ
丸
石
垣
の
心
土
を
、
堀
の
凌
い
土
で
ま
か
な
う
た
め
、
小
浜
の
日
用

を
雇
っ
た
。
な
お
、
寛
永
十
七
年
の
家
職
調
べ
に
よ
る
と
、
小
浜
町
の
「
背
負
・
旦
展
・
町
持
」
は
七
十
七
人
で
あ
る
。

　
寛
永
十
二
・
三
年
の
普
請
を
も
っ
て
、
小
浜
城
は
、
一
応
の
完
成
を
見
る
が
、
そ
の
後
、
寛
永
十
五
年
に
は
、
　
「
小
浜
城
三
之
丸
之
外
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

津
侍
屋
敷
後
室
留
之
石
壇
」
、
「
西
之
丸
構
之
外
南
船
入
単
方
水
里
石
垣
」
等
の
普
請
が
、
幕
府
の
許
可
の
も
と
に
、
五
月
よ
り
七
月
に
か
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

同
十
九
年
に
は
、
　
「
小
浜
城
壁
間
橋
之
虎
口
、
升
形
石
垣
新
規
築
建
門
」
　
「
倦
屋
敷
摺
辺
之
石
垣
」
等
の
普
請
を
行
っ
て
い
る
。
寛
永
二
十
年

半
は
、
多
門
・
矢
倉
の
改
築
を
計
画
す
る
が
、
こ
の
年
は
飢
謹
の
た
め
延
期
さ
れ
、
正
保
二
年
に
作
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
労
働
力
は
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

と
し
て
、
足
軽
・
中
間
、
三
月
一
日
か
ら
八
月
晦
日
ま
で
の
家
臣
の
普
請
役
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
作
事
の
大
工
を
確
保
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

め
に
忠
勝
は
国
許
年
寄
に
、

　
若
州
・
敦
賀
・
高
嶋
領
分
中
大
紋
下
券
売
置
、
他
国
江
細
工
園
圃
越
畑
共
、
百
人
之
内
上
・
中
・
下
を
な
ら
し
、
五
十
つ
エ
弐
代
り
稲
置
、
一
隷
下
若
州
二
有

　
之
様
、
一
年
替
二
可
申
付
事
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と
、
命
じ
、
領
内
大
工
の
掌
握
を
策
し
て
い
る
。

　
城
普
講
に
と
も
な
う
城
下
町
の
形
成
は
、
城
下
で
あ
る
小
浜
が
、
中
世
以
来
北
国
市
場
と
上
方
を
結
ぶ
中
継
港
で
あ
り
、
守
護
所
の
所
在

地
で
あ
っ
て
、
近
世
に
入
る
以
前
に
、
か
な
り
の
発
展
を
と
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
京
極
氏
の
時
代
、
慶
長
十
二
年
、
町
の
整
備
が
な
さ
れ

（
6
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

た
。
洒
井
氏
の
時
代
に
は
、
町
の
最
東
端
で
、
川
口
に
あ
た
る
州
崎
町
一
帯
に
町
屋
が
広
が
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
。
町
屋
に
対
し
、
侍
町
は
、

京
極
時
代
に
、
ほ
ぼ
概
要
を
整
え
た
と
は
い
え
、
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
五
井
氏
入
国
蒔
の
侍
屋
敷
割
に
つ
い
て
は
知
る
と
こ
ろ
が
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

な
い
が
、
寛
永
十
二
年
の
蒲
生
氏
の
旧
臣
を
抱
え
る
に
あ
た
り
、
新
規
に
家
作
す
る
家
臣
に
、
知
行
高
百
石
に
銀
弐
百
匁
、
百
五
十
石
～
滑
舌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

石
に
銀
三
百
匁
都
合
二
貫
六
百
匁
を
支
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
寛
永
十
五
年
、
京
極
氏
の
旧
臣
を
抱
え
る
と
き
に
も
、
家
な
き
家
臣
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

銀
五
枚
ず
つ
を
与
え
て
い
る
。

　
次
に
、
小
浜
城
番
講
以
外
の
普
請
作
事
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
寛
永
十
三
年
に
は
、
江
戸
の
忠
朝
の
邸
の
普
請
が
お
こ
な
わ
れ
、
国
許
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

足
軽
百
人
・
中
間
百
人
・
奉
行
二
人
が
下
っ
て
い
る
。
寛
永
十
五
年
に
は
、
京
都
屋
敷
の
普
請
作
事
を
し
て
い
る
。
江
戸
藩
邸
の
作
事
に
つ
い

て
は
、
わ
ず
か
に
、
　
『
徳
川
実
紀
』
正
保
元
年
五
月
二
十
九
日
条
に
、
　
「
洒
井
讃
岐
守
忠
勝
が
別
塁
の
新
亭
を
経
営
せ
し
か
ば
、
御
覧
あ
る
べ

し
と
と
て
臨
駕
し
給
ふ
」
と
あ
り
、
藩
邸
の
作
事
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
外
、
寛
永
十
一
年
の
入
国
以
降
、
正
保
初
年
に
か
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

小
浜
・
金
山
・
敦
賀
・
高
嶋
・
大
津
・
熊
川
の
諸
蔵
の
普
請
・
立
替
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
知
行
所
内
各
地
の
寺
社
の
修
造
・
新
造
が
な
さ

（
7
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

れ
、
寛
永
十
六
年
に
は
、
日
光
桜
本
坊
、
寛
永
十
八
年
東
海
寺
長
松
院
、
そ
の
後
、
江
戸
藩
邸
内
に
長
安
寺
を
創
建
し
て
い
る
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
橋
・
道
等
の
交
通
網
確
立
、
保
持
の
た
め
の
普
請
に
つ
い
て
み
る
と
、
寛
永
十
二
年
八
月
、
大
洪
水
に
よ
っ
て
、
若
狭

一
円
、
敦
賀
の
諸
橋
が
流
さ
れ
た
の
に
対
し
、
忠
勝
は
、
西
ノ
丸
石
垣
普
請
を
中
止
し
、
天
守
手
伝
の
人
足
弐
三
百
人
を
残
し
、
他
を
諸
橋
の

　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

修
復
に
あ
た
ら
せ
た
。
さ
ら
に
、
小
浜
へ
入
る
橋
で
あ
る
湯
川
の
橋
に
つ
い
て
は
、
　
「
若
、
手
伝
な
と
無
之
候
ハ
・
、
町
人
足
か
馬
借
仁
者
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

扶
持
方
を
く
れ
つ
か
わ
し
可
申
候
、
そ
れ
も
如
何
と
存
候
者
、
費
用
二
可
仕
候
」
と
国
許
年
寄
に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
橋
の
材
料
は
、
流
木

を
も
っ
て
し
、
不
足
分
は
、
国
中
の
由
の
木
お
よ
び
小
浜
・
敦
賀
に
お
け
る
売
木
に
よ
っ
た
。
・
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幕藩体制初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蓋
8
）

　
道
普
請
に
つ
い
て
は
、
正
保
三
年
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
同
二
年
十
一
月
の
忠
勝
の
書
下
に
は
、

　
敦
賀
汐
山
中
悟
道
作
之
義
、
来
春
百
姓
之
隙
之
時
分
を
考
作
ら
せ
可
申
候
、
寄
人
足
之
分
ハ
定
之
こ
と
く
扶
持
か
た
を
出
し
可
申
候
、
近
き
あ
た
り
汐
出
申

　
候
も
の
」
分
は
、
遠
近
を
考
、
少
宛
ふ
ち
か
た
を
鵠
し
可
申
候
事

と
あ
り
、
道
扶
請
の
人
足
に
扶
持
方
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
、
北
国
と
畿
内
を
結
ぶ
幹
線
に
あ
る
橋
や
道
路
の
修
復
は
、
忠
勝
の
「
我
等
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）
、
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

出
し
候
と
て
、
世
間
移
流
米
遅
々
不
仕
端
坐
二
考
一
楽
候
事
」
お
よ
び
「
方
々
ノ
商
買
米
、
駄
賃
次
迷
惑
不
仕
候
様
二
念
を
入
」
る
指
示
と
同

様
、
流
通
に
関
し
て
深
く
配
慮
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
②
　
軍
　
　
　
備

　
洒
井
氏
は
、
度
重
な
る
加
増
を
受
け
る
が
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
幕
府
軍
役
の
増
大
を
意
味
し
、
こ
れ
を
賄
い
う
る
だ
け
の
軍
備
の
増
強

を
強
い
ら
れ
た
。

　
入
国
時
に
、
先
の
領
主
京
極
氏
よ
り
受
け
取
っ
た
城
付
道
具
は
、
槍
百
四
十
本
、
虫
入
の
箭
千
爾
四
本
、
鉄
砲
百
壱
挺
、
舟
塩
竃
等
で
あ

　
（
8
4
）

つ
た
。

　
寛
永
十
二
年
、
忠
勝
は
、
国
許
年
寄
に
、
徒
士
の
老
の
羽
織
百
、
か
こ
う
つ
ほ
三
百
穂
、
鞭
胴
乱
五
百
、
口
薬
入
五
百
を
京
都
に
お
い
て
調

え
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
、
大
織
十
本
、
馬
乗
指
物
亘
二
十
人
分
を
三
百
人
分
に
、
足
軽
指
物
三
百
人
前
を
五
百
人
前
に
増
加
す
る
よ
う
命

じ
て
い
華
ま
た
・
雪
氷
＋
二
隻
月
に
小
旗
ね
り
・
同
年
育
ほ
ら
貝
・
同
＋
葦
二
月
・
鉄
砲
袋
お
よ
び
雨
湿
三
百
・
轟
の
二
本
挽
七

百
人
前
、
歯
車
掛
、
慶
安
元
年
三
月
、
鉄
砲
薬
入
五
酉
を
作
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
年
寄
に
「
万
事
武
道
具
之
儀
少
も
事
欠
不
識
二
様
二
、
こ

ま
か
古
儀
迄
も
念
を
入
孝
心
可
申
候
」
と
強
い
調
子
で
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
軍
備
の
多
く
が
、
京
都
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
点
は
、

藩
そ
の
も
の
が
自
己
完
結
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
幕
藩
制
に
お
け
る
京
都
（
畿
内
）
の
特
殊
な
位
置
を
窺
わ
せ
る
。
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

て
、
正
徳
頃
に
は
、
小
浜
城
の
野
付
道
具
は
、
鉄
砲
千
八
百
七
挺
、
弓
四
百
四
十
張
、
槍
四
百
八
十
二
本
、
足
軽
具
足
千
評
語
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
軍
備
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
鉄
砲
薬
、
鉛
、
火
縄
等
の
出
費
が
恒
常
的
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
鉛
を
購
入
す
る
た
め
に
あ
た
っ
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分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
忠
勝
は
国
許
年
寄
に
、
「
鉛
、
大
坂
二
て
今
程
事
一
一
や
す
く
候
由
、
永

期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尚
政
）

騨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
信
濃
殿
へ
淀
土
古
庵
所
ず
我
等
所
へ
も
被
状
越
候
、
能
日
直
段
聞
合
、
や

増
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
候
ハ
・
、
三
百
貫
目
か
五
百
貫
目
程
買
置
可
申
候
」
と
命
じ
て
い
る
。

年11

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
　
家
臣
団
維
持
の
た
め
の
財
政

永寛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
氏
の
家
臣
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
俸
禄
知
行
取
と
な
っ
て
お
り
、

灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
ら
の
再
生
産
を
な
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
も
は
や
限
定
さ
れ
た
収
入
の

中
で
、
拡
大
は
も
ち
ろ
ん
、
臨
時
の
課
役
に
は
、
借
米
・
借
銀
を
も
っ
て
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
に
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
家
臣
団
を
支
え
る
た
め
に
、
藩
庫
の
支
出
は
、
第
一
に
、
地
方
知
行
か
ら
俸
禄
知
行
へ
の
移
行
の
結
果
と
し
て
の
加
増
分
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

　
表
珊
は
、
寛
永
十
四
年
の
分
限
帳
と
安
永
三
年
の
家
臣
由
緒
書
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
寛
永
十
四
年
春
分
限
帳
に
よ
れ
ば
、
家

臣
数
は
二
百
四
十
名
、
知
行
総
高
二
万
九
千
缶
石
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
入
国
時
に
十
八
名
（
高
四
千
百
余
石
）
、
入
国
後
に
十
八
名
（
高
一
万
百
石
）

を
新
規
に
抱
え
た
。
こ
の
二
二
の
数
字
は
、
判
明
し
た
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
実
数
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
に
も
、
分
知
や
世
代

交
代
に
よ
る
知
行
高
の
移
動
が
あ
り
、
寛
永
十
一
年
以
前
の
家
臣
数
・
知
行
高
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
右
表
に
示
し
た
ご
と
く
、
家
臣

一一

S
人
中
八
十
四
名
に
つ
い
て
知
行
高
の
推
移
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
、
川
越
以
来
の
家
臣
の
加
増
高
を
推
算
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
二
万

石
と
な
り
、
藩
庫
よ
り
の
支
出
は
増
大
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
加
増
分
の
幾
分
か
は
、
地
方
知
行
の
廃
止
に
よ
る
小
物
成
の
藩
庫
へ
の
流
入
に

よ
っ
て
補
い
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
加
増
分
は
、
地
方
知
行
廃
止
に
対
す
る
家
臣
へ
の
見
返
り
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
お
り
、
家
臣
団
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

持
と
は
直
接
か
か
わ
り
あ
い
を
も
た
な
い
が
、
物
成
率
を
定
率
（
四
ッ
成
V
と
し
、
家
臣
の
収
入
の
安
定
化
を
、
ひ
い
て
は
家
臣
団
の
安
定
的
再

生
産
を
は
か
っ
た
点
で
評
価
で
き
よ
う
。

　
家
臣
へ
の
借
米
借
銀
は
、
臨
時
の
も
の
と
慣
常
的
な
も
の
と
が
あ
っ
た
。
臨
時
の
も
の
に
は
、
入
洛
供
奉
、
江
戸
普
請
等
の
際
の
借
米
借
銀

で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
承
応
元
年
の
日
光
普
請
に
関
す
る
借
米
借
銀
は
、
銀
百
貫
・
米
八
百
七
十
五
俵
に
も
の
ぼ
り
、
現
地
で
も
、
か

加増高 瞬｝ 加増計
石 人 石

1300 1 1300

1000 3 3000

400 3 1200

300 3 900

100 6 600

80 1 80

70 1 70

60 1 60

50 22 1100

40 20 800

35 1 35

30 8 240

25 3 75

20 7 140

0 4 0

合訓 84 ig6・・
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な
り
の
借
米
借
銀
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
額
（
金
に
し
て
、
千
八
百
両
）
は
、
上
杉
氏
（
米
沢
三
十
万
石
）
に
お
い
て
、
家
中
へ
の
借
銀
が
、
大
阪
冬

の
陣
、
八
百
九
十
八
両
、
米
百
五
十
石
、
元
和
九
年
の
上
洛
、
千
五
百
七
十
八
両
、
寛
永
十
一
年
の
上
洛
、
二
千
五
百
六
十
五
両
で
あ
っ
た
の

と
比
較
し
て
も
、
そ
の
大
き
さ
が
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

　
一
方
恒
常
的
な
家
臣
へ
の
借
銀
は
、
寛
永
十
六
年
に
は
、
百
貫
目
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
家
臣
の
借
銀
借
米
は
、
最
終
的
に
は
、
藩
庫
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
韮
9
）

帰
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
藩
庫
は
、
借
米
借
銀
の
利
息
の
軽
減
や
期
限
の
延
長
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
利
息
分
を
期
待
す
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
家
臣
へ
の
借
米
借
銀
の
体
制
は
、
慶
安
三
・
四
年
頃
に
、
ほ
ぼ
完
成
を
見
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
軍
役
高
を
保
持
せ
ん
が
た
め
、
家
臣
に
扶
持
の
一
部
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
が
馬
扶
持
で
あ
る
。
当
初
忠
勝
は
、
　
「
馬
扶
持
な
と
を
厳
器
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

様
二
出
し
候
競
闘
わ
ろ
き
仕
置
」
と
考
え
て
い
た
が
、
寛
永
十
七
年
に
は
、
表
K
の
よ
う
に
、
家
臣
に
馬
扶
持
を
与
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

な
お
、
百
五
十
石
以
下
の
家
臣
は
、
馬
を
持
つ
こ
と
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
表
か
ら
知
り
得
る
こ
と
は
、
江
戸
結
の
も
の
ほ
ど
馬
扶
持
は
多
く
、

扶
持
さ
れ
る
知
行
高
も
、
小
浜
の
家
臣
よ
り
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
に
お
け
る
家
臣
財
政
の
維
持
が
、
国
許
よ
り
相
対
的
に
困
難
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
知
行
高
の
低
い
者
ほ
ど
馬
扶
持
の
多
い
こ
と
は
、
馬
保
持
が
下
禄
の
も
の
ほ
ど
困
難
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ち
に
、
馬
扶
持
の
規
定
は
、
承
応
二
年
、
表
X
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
る
。
家
臣
に
対
す
る
馬
扶
持
の
増
加
は
、

家
臣
の
窮
乏
化
の
一
指
標
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
二
面
に
と
っ
て
は
、
支
出
の
増
大
で
あ
っ
た
。
こ
の
馬
扶
持
の
支
出
が
、
年
間
ど
れ
ほ
ど
で

強
聴
鐸
浜
轟
あ
．
た
衆
忠
勝
の
時
代
に
は
知
り
得
な
い
が
　
　
米

表lx　寛永17年馬扶持
　　　（一疋二付大豆）

知行高
　　石　　石
200N225

180一一190

170N175

150一一160

小
　
　
浜

江

戸

240一一260

200

裏X　承応2年馬扶持

小

町ロ　で奪　藷高　　1、驕鯵討寺

　　石　　有
2eO一一190

180’一170

160一一150

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
治
元
年
の
馬
扶
持
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

に
し
て
八
百
六
十
「
五
俵
で
あ
っ
た
。

　
㈲
　
農
民
経
営
再
生
産
の
た
め
の
支
出

　
農
民
に
対
す
る
夫
食
貸
・
種
貸
は
、
家
臣
の
借
米
借
銀
二
様
、
直
接
的
な
財

政
支
出
で
は
な
い
が
、
農
民
の
再
生
産
を
助
け
、
翌
年
の
年
貢
収
納
の
基
礎
と

な
る
点
で
、
藩
の
収
入
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

Jr　l （51，）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

　
夫
食
米
の
量
は
、
寛
永
十
九
年
の
飢
饅
に
あ
た
っ
て
、
全
軍
領
に
、
壱
万
五
千
俵
（
六
千
石
）
を
用
意
し
た
。
ま
た
、
夫
食
貸
に
あ
た
っ
て
は
、

未
進
の
も
の
へ
の
貸
与
を
禁
じ
た
け
れ
ど
も
、
寛
永
末
年
の
飢
鰹
に
あ
た
っ
て
は
、

　
若
狭
四
郡
借
物
主
事
申
越
候
、
鍛
善
進
を
取
急
醐
も
借
物
を
か
し
取
候
へ
川
園
前
之
事
候
、
営
々
種
借
井
思
人
之
夫
食
是
二
色
ハ
鍛
何
程
之
宋
進
難
有
之
、

　
藩
候
ハ
ね
は
当
作
仕
付
之
儀
不
罷
成
候
、
畢
寛
之
仕
置
ハ
、
当
作
藩
候
ハ
ぬ
様
二
不
残
仕
付
候
ハ
ね
は
何
様
之
仕
置
を
申
付
候
而
も
入
不
申
候
間
、
種
借
、

　
夫
食
相
応
之
所
を
能
相
談
仕
か
し
隔
て
来
進
之
儀
ハ
其
上
二
夏
へ
か
二
り
麻
綿
懸
口
て
も
其
所
二
有
之
物
心
嚢
取
立
可
然
候

（
9
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
＞

と
、
農
民
の
再
生
産
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
一
歩
譲
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
な
お
、
平
年
の
種
借
の
量
は
、
穴
千
五
百
葉
叢
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
藩
政
初
期
に
お
い
て
、
農
斑
の
再
生
産
が
も
っ
と
も
危
機
に
饗
し
た
寛
永
末
年
の
飢
饅
の
対
策
を
見
て
い
こ
う
。
第
一
の
対
策
は
、

借
米
・
夫
食
借
・
種
借
で
あ
り
、
管
掌
か
ら
は
、
小
浜
・
敦
賀
等
の
町
や
諸
浦
を
含
ん
だ
全
領
に
、
八
千
七
百
五
十
俵
の
借
米
、
壱
万
五
千
俵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
9
）

の
夫
食
米
、
壱
万
五
百
二
十
俵
の
種
借
を
準
備
し
た
。
ま
た
、
寛
永
十
九
年
忌
は
、
若
狭
か
ら
近
江
へ
の
道
が
雪
で
不
通
と
な
っ
た
た
め
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
8
）

旦
大
津
に
運
ば
れ
た
米
が
、
夫
食
米
と
し
て
送
り
か
え
さ
れ
、
高
嶋
郡
の
農
民
に
与
え
ら
れ
た
。

　
第
二
の
対
策
は
施
粥
で
あ
る
。
施
粥
は
、
寛
永
十
九
年
の
暮
に
始
ま
る
が
、
飢
人
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
寛
永
二
十
年
に
は
、
前
後
二
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
）

日
数
百
五
十
β
の
施
粥
が
、
弐
千
人
の
若
人
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
費
用
は
、
銀
三
・
四
十
貫
に
の
ぼ
っ
た
。
さ
ら
に
増
加
し
た
論
人

に
対
し
、
小
浜
・
敦
賀
・
高
浜
・
佐
柿
・
熊
川
に
お
い
て
洋
弓
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
費
用
は
、
五
十
貫
か
ら
百
貫
に
も
お
よ
ん
だ
よ
う
で
あ

（
δ
嚇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飢
鱒
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
）

る
。
施
粥
に
対
す
る
忠
勝
の
考
え
は
、
「
ケ
様
轟
き
き
ん
ハ
五
十
年
百
年
之
内
二
も
ま
れ
な
る
儀
二
候
、
是
程
上
様
も
御
苦
労
二
被
成
候
儀
ハ
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
O
伊
）

之
尋
問
、
我
等
進
退
二
而
凱
人
す
く
い
申
入
用
百
貫
弐
衡
貫
目
入
事
て
も
何
之
さ
ハ
リ
擁
立
背
信
候
哉
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
考
え
に
立
ち
な
が
ら
も
、
増
加
す
る
支
出
に
何
ら
か
の
処
置
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閣
O
ゆ
）

　
第
三
の
対
策
は
、
　
「
田
畑
も
不
持
、
其
村
に
ふ
り
売
を
仕
、
日
用
を
取
罷
在
轡
屋
」
は
、
し
か
る
べ
き
百
姓
に
つ
け
、
壱
合
の
夫
食
を
貸
し
、

頑
丈
な
る
老
に
は
、
二
・
三
合
の
扶
持
を
あ
た
え
て
、
井
・
堤
・
塩
浜
普
請
を
お
こ
な
わ
せ
た
。
こ
の
対
策
は
、
施
粥
以
上
に
藩
庫
か
ら
の
支

出
を
大
き
な
も
の
と
し
た
が
、
後
の
再
生
産
の
基
盤
を
確
保
し
さ
ら
に
は
年
貢
増
収
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
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三
野
の
諸
対
策
に
対
す
る
忠
勝
の
基
本
方
針
は
、
　
「
金
銀
米
銭
た
く
わ
え
候
も
、
か
様
時
之
た
め
二
て
候
、
よ
か
た
の
事
ハ
何
頭
あ
れ
、
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
9
）

等
知
行
所
な
と
に
て
万
～
壱
人
細
動
か
つ
え
こ
ろ
し
申
候
は
、
さ
た
の
か
き
り
た
る
滋
強
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
領
主
権
力
の
基
盤
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
）

農
民
の
減
少
を
く
い
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
、
　
「
万
一
地
当
之
仕
置
を
も
あ
な
つ
り
、
悪
心
を
も
仕
候
百
姓
ハ
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
）

と
い
五
十
百
成
と
も
死
ざ
い
二
も
可
申
付
候
」
と
い
う
限
定
の
下
で
の
み
行
わ
れ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
）

　
井
・
堤
・
川
除
に
つ
い
て
、
忠
勝
は
、
寛
永
十
二
年
、
次
の
よ
う
な
原
則
を
き
め
た
。

　
知
行
所
井
・
堤
・
川
よ
け
之
儀
申
越
候
、
似
合
野
里
行
人
を
申
付
、
其
村
之
代
官
を
指
折
、
百
性
共
二
急
度
可
申
付
候
、
扶
持
方
之
儀
者
、
同
村
々
田
地
之

　
た
め
二
罷
成
候
所
は
、
ふ
ち
か
た
出
し
申
ま
し
く
候
、
過
分
之
井
堤
有
之
て
、
玉
村
之
百
性
単
二
て
不
罷
成
、
か
ま
ひ
な
き
村
々
百
性
罷
出
候
分
晶
ハ
、
ふ
ち

　
か
た
出
し
可
申
候
間
、
目
盛
を
付
さ
せ
、
人
数
可
申
越
候
、
巌
年
始
而
之
儀
候
間
、
か
ん
か
へ
候
て
、
扶
持
方
出
し
硝
石
忌
事

　
さ
ら
に
、
非
・
堤
・
川
除
の
奉
行
に
は
、
不
鍛
練
の
も
の
を
命
じ
な
い
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
寛
永
十
五
年
に
は
、
和
田
・
甲
ケ
崎
の
塩
浜

　
　
（
＝
O
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
＝
）

の
普
請
、
正
保
三
年
に
は
敦
賀
山
中
の
道
普
請
、
所
々
の
溜
池
さ
ら
い
、
三
方
湖
の
普
請
等
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
承
応
三
年
に
は
、
　
「
近
年

知
行
所
広
敷
成
、
物
成
年
々
二
ひ
け
候
閥
、
当
薬
者
井
堤
川
除
塩
堤
た
め
池
等
、
手
前
之
者
井
家
中
鷺
之
黒
本
役
申
付
、
成
程
精
を
入
口
申

（
＝
悼
）

候
扁
と
、
国
許
年
寄
に
命
じ
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
藩
は
、
夫
食
貸
、
量
器
、
施
粥
、
非
・
堤
・
川
除
等
の
諸
普
請
に
よ
っ
て
、
農
民
の
再
生
産
を
維
持
し
よ
う
と

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
江
戸
入
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
も
。
）

　
国
許
よ
り
の
送
金
．
額
の
推
移
に
よ
っ
て
、
初
期
藩
財
政
全
体
の
中
で
江
戸
入
用
の
位
置
を
見
て
い
く
。
国
許
か
ら
の
送
金
は
、
鼻
下
の
者
に

よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
の
額
は
、
寛
永
期
に
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
ず
五
千
両
前
後
で
あ
っ
た
が
、
慶
安
期
に
な
る
と
一
万
爾
と
な
り
、
さ
ら
に
承

応
期
に
は
増
加
し
た
よ
う
で
、
時
に
は
、
二
万
両
に
も
及
ん
だ
。
勿
論
江
戸
送
金
の
す
べ
て
が
、
江
戸
藩
邸
の
賄
い
分
で
は
な
く
、
「
知
行
取
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
劇
）

切
米
取
於
其
許
米
二
斬
取
申
候
者
も
可
有
之
候
へ
共
、
大
分
横
面
江
戸
金
二
耐
過
候
漏
と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
送
金
の
か
な
り
の
部
分
が
切
米
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や
知
行
取
の
物
成
米
の
代
り
と
な
っ
た
。
こ
の
外
に
も
、
先
述
し
た
幕
府
軍
役
の
費
用
等
を
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
江
戸
入
用
の
増
大
が
、
話
説
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
入
国
当
初
よ
り
天
守
に
備
蓄
さ
れ
た
金
銀
は
、
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
江
戸
家
老
よ
り
国
許
年
寄
へ
の
書
状
に
門
御
天
守
之
金
銀
、
近
年
者
御
入
用
多
御
座
候
て
、
江
戸
へ
年
々
御
取
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
笛
）

被
成
故
、
残
金
銀
多
無
御
座
様
二
仕
な
し
可
申
熊
野
畏
奉
存
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
万
治
元
年
の
支
出

　
忠
勝
時
代
の
歯
黒
の
支
出
全
体
を
示
す
史
料
は
な
い
の
で
、
忠
直
愛
鷹
直
後
の
万
治
元
年
の
藩
庫
よ
り
の
基
本
的
支
離
を
検
討
す
る
。

表
璽
は
、
　
「
万
治
元
年
改
分
限
帳
偏
と
先
述
の
諸
事
実
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
項
目
に
つ
い
て
、
若
干
の
説
明
を
し
て
お
こ

、
つ
。

　
ω
　
隠
居
料
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
明
暦
二
年
忠
勝
は
、
魚
鱗
に
家
督
を
譲
る
に
あ
た
っ
て
、
隠
居
料
を
二
万
石
五
つ
物
成
と
し
た
。
こ
の

基
準
に
よ
っ
て
計
鋒
し
た
の
が
、
隠
居
料
一
万
石
で
あ
る
。

　
②
　
知
行
取
の
俸
禄
、
若
狭
転
封
を
契
機
に
、
地
方
知
行
か
ら
俸
禄
知
行
へ
移
行
し
た
結
果
、
家
臣
の
物
成
は
、
四
つ
成
で
藩
庫
か
ら
支
出

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
万
治
元
年
の
家
臣
知
行
高
は
五
万
四
千
五
百
七
十
石
で
あ
り
、
そ
の
物
成
高
は
、
二
万
一
千
八
百
二
十
八
石
と
な
る
。

忠
勝
の
時
代
の
家
．
臣
知
行
に
対
す
る
俸
禄
米
は
、
万
治
元
年
よ
り
多
少
多
か
っ
た
よ
う
で
、
明
暦
元
年
の
国
許
家
臣
俸
禄
米
だ
け
で
、
一
万
九

　
　
　
　
　
（
＝
⑦
）

千
四
十
四
石
あ
り
、
江
戸
諸
家
羅
と
国
許
家
匝
の
割
台
か
ら
し
イ
＼
そ
の
支
出
は
、
二
万
数
千
石
に
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
③
　
扶
持
方
の
内
容
は
、
切
米
・
扶
持
米
・
金
の
三
種
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
破
損
方
入
用
他
は
、
　
「
破

損
方
入
用
積
、
其
外
検
見
、
川
除
在
之
扶
持
共
」
で
あ
る
。

　
こ
の
表
に
は
、
小
浜
・
京
都
に
お
け
る
画
調
方
、
台
所
賄
方
、
江
戸
に
お
け
る
忠
直
自
身
の
入
用
が
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
た
と

え
ば
、
江
戸
常
一
家
距
（
知
行
高
一
万
二
千
石
余
）
の
俸
禄
（
四
千
八
首
石
余
）
と
佐
野
領
一
万
石
の
物
成
（
四
千
五
百
石
）
と
相
済
し
、
江
戸
入
用
を
江

戸
送
金
一
万
両
（
銀
六
百
三
十
貫
）
と
す
る
。
さ
ら
に
、
後
述
の
収
入
銀
二
千
工
百
貫
か
ら
国
許
の
支
出
千
四
百
貫
を
引
く
と
八
百
貫
が
残
る
。
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幕藩体制初期の藩財政（藤井）

表獲万治元年の支出

項 目 米 金 銀｝大判銀（概算）1・

国

午
一畔

ﾑ
R

（
小
浜
）

江

戸

料
禄
方

　
俸

居
取
持

　
行

隠
二
二

　　石10000

21828

3265．622 315両1分2朱 130枚

（小
計）1（35・93・622）1（・・5・一…）1（・3・枚）

　貫匁300

654．840

123，52

19．325

42．182

7．957

（lo7s，36）　1
（69．464）

二
水
中
郷
歩
飛

　軽6G1人
　主　14人

　間390人
中　間225人

　行59人
　　脚他

5098．65

10Z1

1988，e2

45e

87．77

240．　2．　2

（小
計）1（773・・54）｝（24・・一…）1

御　馬　飼　隠

ﾆ中馬扶持
宦@社　合　力

j損玉入用聞

268．4

R46

P09．56

R24

（小　訓鳳96羽 1　　｝

152．960

　3．213

59．641

13，50

15，136

　2．633

9．853

e．207

3，842

0．870

0．975

0．ユ70

（247．os3）1
（15．917）

S，052

10．38

3．29

9．72

（31a442）1

O．519

0．669

0．212

0．626

（2．026）

計
1’Z’3s73．i22　i　P．P．g・ 13s6．sss　l　s7．407

江戸足軽221人

江戸中間166人

639．3

86．921

379．　3．

290．　3． 265匁

訓（726・…）1（67・・一・・）｝（265匁）

43，085

21．127

2．775

1．361

（小
（64．212）1

（4，136）

奥方女房衆扶持方

奥様，側室入用
子供（民部）かたね

姫　　入　　用

諸人への入用
忠朝・同奥方入用

131．4

800

120

49．6

1’

T3．　2．　2

430．

200．

42．

450．

10枚

375項タ〔30匁

50枚

2枚

2枚

ユ3．600

28，553

24

17．46

1Z197

3e．5

O．876

1．839

1．546

1．125

1．108

1．965

（小
計）1（・1…）

計
　　　1・8・7・2211・946・一…i435枚295匁i

計1　4S・・・…3｝25・2両・朱1435枚295匁1・枚1552r・・gl・・・…2

1・・27一・｝・435枚・・匁・1・・枚・i・131・…1・8・459・

　　　　　　　　　　　　　・枚・9S・522　1・2・595

合

但．米1石＝銀30匁金ユ両罵銀63匁
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こ
の
事
実
と
、
江
戸
送
金
中
に
、
隠
居
料
・
家
臣
知
行
取
の
俸
禄
の
一
部
代
金
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
ほ
ぼ
、
江
戸
入

用
等
は
、
藩
庫
の
収
入
で
ま
か
な
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
表
か
ら
知
り
得
る
こ
と
は
、
全
支
出
に
占
め
る
家
臣
へ
の
支
出
が
非
常
に

大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）
　
『
酒
井
家
編
年
史
料
稿
本
』
ニ
ニ
　
東
大
史
料
編
纂
陰
嚢
託
酒
井
家
文
讃
。

以
下
『
稿
本
』
と
略
す
。
こ
の
『
稿
本
』
は
、
酒
井
家
史
料
編
纂
部
が
作
成
し
た

　
も
の
で
、
永
禄
二
年
よ
り
明
治
十
年
代
に
及
ぶ
、
七
八
五
冊
の
編
年
史
料
で
あ
る
。

ρ
2
）
　
慶
安
の
軍
役
令
に
よ
れ
ば
、
馬
上
百
騎
に
対
す
る
鉄
砲
、
喝
、
槍
の
数
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
　
百
八
十
挺
、
四
十
張
、
九
十
五
本
で
あ
り
、
そ
の
軍
役
人
数
は
千
三

百
人
余
と
な
る
（
『
徳
州
禁
令
考
』
前
集
第
一
）
。

（
3
）
　
『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
3
・
4
・
1
3
条
、
寛
永
1
7
・
4
・
1
8
条
、
寛
永
1
9
・
4

　
・
1
5
条
、
慶
安
1
・
3
・
晦
条
、
慶
安
2
・
3
・
2
2
条
。
な
お
、
日
光
社
参
に
つ

　
い
て
は
、
『
徳
川
家
光
公
伝
』
を
参
照
。

（
4
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
。

（
5
）
　
「
旧
藩
秘
録
」
（
小
浜
市
立
図
書
館
蔵
）
。

（
6
）
　
『
徳
川
実
紀
』
、
『
寛
政
譜
』
、
「
旧
藩
秘
録
」
。

（
7
）
　
こ
の
名
は
、
　
『
福
知
山
市
史
』
に
よ
っ
た
。

（
8
）
慶
安
－
・
8
・
1
9
書
下
。

（
9
）
　
『
徳
川
実
紀
』
慶
安
－
・
8
・
2
5
条
。

（
1
0
）
　
慶
安
1
・
8
・
1
1
板
倉
重
宗
書
状
（
「
空
話
様
御
露
下
」
所
収
）
。

（
1
1
）
慶
安
1
・
8
・
1
7
書
下
。

（
1
2
）
　
『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
3
・
1
・
3
条
以
下
。

（
1
3
）
　
寛
永
1
3
・
1
・
2
6
書
下
。

（
1
4
）
　
寛
永
1
3
・
3
・
2
7
書
下
。

（
1
5
）
　
「
手
木
の
も
の
」
は
、
乎
挺
を
使
用
す
る
も
の
の
意
で
、
土
木
工
事
の
熟
練

　
者
で
あ
る
。
な
お
、
手
木
の
も
の
を
、
大
坂
・
京
都
・
堺
で
雇
っ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
時
期
の
畿
内
独
自
の
地
位
を
示
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
ゾ

（
2
6
）
（
2
7
）

（
2
8
）
（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

書
下
」
所
収
）
。

（
3
4
×
3
5
）
慶
安
4
・
9
・
4
書
下
。

（
3
6
）
慶
安
4
・
7
・
2
8
忠
勝
自
筆
書
状
（
「
酒
井
家
文
書
」
）
。

（
3
7
）
　
慶
安
4
・
1
0
・
2
2
書
下
（
「
酒
井
家
文
書
」
）
。

（
3
8
）
（
3
9
）
慶
安
4
・
1
2
・
8
書
下
。

寛
永
1
3
・
3
・
2
6
書
下
。

寛
永
1
3
・
1
・
2
6
書
下
。

『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
4
・
2
・
8
条
、
8
・
1
5
条
。

『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
6
・
8
・
1
1
条
。

「
空
印
寺
殿
年
譜
」
。

寛
永
1
6
・
8
・
2
8
書
下
。

『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
6
・
閏
1
1
・
2
8
条
。
．

『
徳
川
実
紀
』
慶
安
2
・
6
・
2
0
～
2
1
条
。

『
徳
川
実
紀
』
慶
安
2
・
7
・
1
6
条
。

慶
安
2
・
7
・
1
9
書
下
。

　
　
慶
安
2
直
・
7
書
下
。

　
　
慶
安
3
・
1
・
2
7
書
下
。

『
徳
川
実
紀
』
慶
安
3
・
1
1
・
2
0
条
、
　
『
寛
政
譜
』
巻
第
六
四
。

『
徳
川
実
紀
』
慶
安
4
・
6
・
1
8
条
。

慶
安
4
・
6
・
8
書
下
。
．

慶
安
4
・
1
0
・
2
2
書
下
、
慶
安
4
・
1
1
・
5
江
戸
家
老
書
状
（
「
空
印
様
御
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幕藩体感初期の藩財政（藤井）

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

（
4
3
）

（
4
4
）

（
4
5
）

（
4
6
）

（
7
4
）

「
旧
藩
秘
録
」
。

慶
安
4
・
1
2
・
8
書
下
。

慶
安
4
・
1
1
・
5
書
下
。

「
空
印
様
御
書
下
」
所
収
。

上
杉
氏
に
関
す
る
叙
述
は
、
『
藩
制
成
立
史
の
綜
合
研
究
』
に
よ
っ
た
。

山
目
啓
二
「
藩
体
制
の
成
立
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
近
世
2
）
。

『
徳
川
実
紀
』
、
　
「
日
記
抜
書
」
　
（
「
旧
藩
秘
録
」
）
に
よ
っ
て
作
成
。

『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
4
・
閣
3
・
1
8
条
、
同
年
・
5
・
2
1
条
、
正
保
1
・
5

・
2
9
条
等
。

A　　A
53　52
w　L．

t－s　A　　A　　　A
51　50　49　48
Vt　L一　V　N．．X

（
5
4
×
5
5
）

（
5
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
桑
村
文
書
」
（
畷
．
小

浜
敦
賀
三
圏
湊
史
料
馳
所
収
　
九
五
九
年
）
。

（
5
7
）
　
「
酒
井
家
文
書
」
。

（
5
8
）
　
寛
永
1
2
・
2
幕
府
老
中
連
署
状
（
「
酒
井
家
文
書
」
）
。

（
5
9
）
　
寛
永
1
2
・
1
・
1
3
書
下
。
な
お
、
小
浜
城
天
守
に
つ
い
て
は
、
城
戸
久
「
若

　
狭
小
浜
天
守
考
」
　
（
『
建
築
学
会
論
文
集
』
第
二
三
号
）
が
あ
る
。

（
6
0
）
　
以
下
、
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
小
浜
城
普
請
関
係
の
史
料
は
、
　
「
空
印
様
御

　
書
下
」
に
よ
る
。

（
6
1
）
　
寛
永
1
3
・
1
0
・
1
6
付
三
浦
七
兵
衛
以
下
四
名
連
署
状
に
「
然
者
明
十
七
日
二

東
照
権
現
様
之
御
札
天
守
二
御
璽
被
成
度
被
思
召
候
（
下
略
と
と
あ
る
（
「
羽
賀

寺
文
書
し
。
な
お
、
城
戸
氏
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
天
守
建
築
年
代
を
寛
永

「
旧
藩
秘
録
」
に
よ
っ
て
作
成
。

『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
2
・
1
1
・
1
0
条
、
　
『
寛
政
譜
』
。

『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
5
・
1
1
・
7
条
。

『
寛
政
譜
』
、
　
『
徳
川
実
紀
』
正
保
1
・
2
・
5
条
。

寛
永
1
6
・
8
・
2
8
書
下
。

明
暦
2
・
6
・
1
1
書
下
。

　
　
『
若
狭
郡
県
志
』
、
　
『
若
狭
国
志
』
。

『
若
狭
守
護
代
記
』
、
『
若
狭
郡
県
志
隔
、
『
若
狭
國
志
』
、

15

N
と
さ
れ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る

　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　

68　67　66　65　64　63　62
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O

「
小
浜
旧
藩
要
鑑
」
（
京
大
写
本
）
。

『
拾
椎
雑
話
』
。

寛
永
1
5
・
6
・
1
5
幕
府
老
中
連
署
状

寛
永
1
9
・
8
・
2
6
幕
府
老
中
連
署
状

寛
永
1
5
・
1
2
・
5
書
下
。

寛
永
1
7
・
7
・
2
1
書
下
。

『
若
狭
園
士
心
』
の
荘
園
友
の
朱
注
、

（「

�
芍
ﾆ
文
書
」
）
。

（「

�
芍
ﾆ
文
書
」
）
。

『
拾
椎
雑
話
』
、
　
「
山
名
文
書
」
（
京
大

影
写
本
）
。

（
6
9
）
　
寛
永
1
4
・
閏
3
・
2
5
書
下
。

（
7
0
）
　
『
徳
川
実
紀
』
寛
永
1
1
・
8
・
1
8
条
。

（
7
1
）
寛
永
1
2
・
6
・
1
6
書
下
。

（
7
2
）
　
冤
永
1
5
・
4
・
3
書
下
。

（
7
3
）
寛
永
1
2
・
1
1
・
5
書
下
、
寛
永
1
2
・
1
1
・
1
8
書
下
。

（
7
4
）
寛
永
1
5
・
3
・
2
0
書
下
、
寛
永
1
5
・
6
・
4
欝
下
。

（
7
5
）
　
「
空
印
様
御
書
下
」
に
よ
る
。

（
7
6
）
　
「
旧
藩
秘
録
」
、
　
『
若
狭
郡
県
誌
』
，
　
「
飯
盛
寺
文
書
」
、
　
「
上
波
瀬
神
社
文

　
書
」
、
『
稿
本
』
、
正
保
2
・
1
1
・
2
9
書
下
。

（
7
7
）
　
『
稿
本
』
。

（
7
8
）
　
寛
永
1
8
・
7
・
2
0
書
下
、
　
「
旧
藩
秘
録
」
。

（
7
9
）
（
8
0
）
　
寛
永
1
2
・
8
・
2
4
書
下
。

（
8
1
）
　
正
保
2
・
1
1
・
2
9
書
下
。

（
8
2
）
　
寛
永
1
2
書
下
。

（
8
3
）
　
寛
永
1
2
・
1
1
・
2
7
書
下
。

（
8
4
）
　
「
小
浜
旧
藩
要
鑑
」
、
　
「
上
浜
秘
鑑
」
（
京
大
写
本
）
。

（
8
5
）
　
以
下
、
軍
備
に
関
す
る
史
料
は
、
　
「
空
過
様
御
書
下
」
に
よ
っ
た
。

（
8
6
）
　
「
小
浜
旧
藩
要
鑑
」
、
　
「
養
浜
秘
鑑
」
。
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（
8
7
）
　
寛
永
1
2
・
1
1
・
2
7
書
下
。

（
8
8
）
　
東
大
史
料
編
纂
所
寄
託
酒
井
家
文
書
。

（
8
9
）
　
寛
永
1
1
・
1
1
・
1
5
鹿
野
三
太
炎
宛
知
行
宛
行
状
に
、
　
「
本
知
合
三
首
石
、
但

　
四
ツ
成
」
と
あ
り
、
寛
永
1
2
・
1
1
・
1
8
書
下
に
、
　
「
家
中
知
行
物
成
之
儀
、
　
（
中

　
略
）
四
ツ
取
昌
出
し
可
襲
爵
」
と
あ
る
。

（
9
0
）
　
寛
永
1
6
・
閏
1
1
・
7
書
下
。

（
9
1
）
寛
永
1
2
・
1
1
・
1
8
書
下
、
寛
永
綿
・
4
・
2
2
書
下
、
寛
永
1
5
・
2
・
1
4
書
下
、

　
正
保
4
・
1
0
・
5
書
下
。

（
9
2
）
　
慶
安
3
・
1
2
・
1
書
下
に
、
　
「
自
然
之
時
之
た
め
、
馬
乗
弁
足
軽
小
老
迄
へ

　
か
し
金
、
近
キ
所
申
之
所
遠
キ
所
三
段
二
稜
リ
、
帳
高
し
る
し
遣
半
間
、
来
年
二

　
月
三
日
比
之
内
包
わ
け
箱
二
入
、
天
守
二
上
置
上
申
候
」
と
あ
る
。

（
9
3
）
　
寛
永
1
5
・
2
・
1
1
書
下
。

（
9
4
）
（
9
5
）
　
寛
永
1
7
・
7
・
2
1
豊
平
。

（
9
6
）
　
承
応
2
・
9
書
下
、
馬
扶
持
は
、
寛
文
七
年
再
度
改
め
ら
れ
る
（
「
雲
浜
秘

　
鑑
」
）
。

（
9
7
）
　
「
万
治
元
年
改
分
限
帳
」
　
（
小
浜
市
立
図
書
館
蔵
）
。

（
9
8
）
　
寛
永
2
0
・
2
・
1
3
轡
下
。

（
9
9
）
寛
永
2
0
・
2
・
8
書
下
。

（H

n
O
）
（
一
9
）
　
寛
永
2
0
・
2
・
1
3
書
下
。

（同

n
b
δ
）
寛
永
1
9
・
2
・
晦
書
下
。

（H

W
）
　
寛
永
1
9
・
1
2
・
2
9
磐
下
、
寛
永
2
0
・
1
・
2
4
書
下
。

（一

Z
斜
）
（
一
8
）
　
寛
永
2
0
・
2
・
8
書
下
。

（一

W
）
寛
永
2
0
・
2
・
1
3
書
下
。

（一

~
）
（
同
O
。
。
）
　
寛
永
1
9
・
2
・
晦
書
下
。

（
δ
⑩
）

（
＝
O
）

（
二
円
）

（
＝
榔
。
）

（
＝
ω
）

（H

u
）

（
＝
0
）

（
二
。
。
）

寛
永
1
2
・
2
・
1
8
書
下
。

寛
永
1
5
・
2
・
2
書
下
。

正
保
2
・
1
・
2
9
書
下
。

承
応
3
・
2
・
3
書
下
。

送
金
額
は
、
　
「
空
印
様
御
霞
下
」
に
よ
る
。

明
暦
2
・
6
・
1
1
書
下
。

慶
安
4
・
1
1
江
戸
家
老
書
状
（
「
空
印
様
御
書
下
」
）
。

明
暦
1
・
1
2
・
⑳
書
下
。
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四
　
財
　
政
　
収
　
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
年
貢
米
収
入
と
販
売

　
財
政
収
入
の
基
本
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
農
民
か
ら
搾
取
さ
れ
た
封
建
貢
祖
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
年
貢
収
入
を
見
て
い
く
。
寛
永

十
一
年
、
若
狭
に
加
封
さ
れ
た
時
の
知
行
高
は
、
若
狭
一
国
、
敦
賀
郡
、
高
嶋
郡
合
計
十
一
万
三
千
五
百
石
で
あ
り
、
寛
永
十
三
年
に
は
、
江

戸
在
府
の
料
と
し
て
、
下
野
佐
野
に
一
万
石
を
得
、
合
計
十
二
万
三
千
五
百
石
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
佐
野
一
万
石
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま

ず
お
き
、
残
十
一
万
石
余
、
特
に
若
狭
を
中
心
に
考
え
て
行
く
。
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平
時
に
お
け
る
年
貢
収
入
を
示
す
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
寛

永
十
九
年
の
大
凶
作
の
年
の
年
貢
収
納
予
定
額
が
、
八
万
千
四
百
四

十
四
俵
（
三
万
二
千
五
百
七
十
七
石
六
斗
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
年
に
つ
い
て
は
、
十
二
月
に
な
っ
て
も
六
万
俵
の
未

　
　
　
　
（
1
）

進
が
あ
っ
た
。
こ
の
寛
永
十
九
年
の
年
貢
高
を
念
頭
に
お
い
て
、
若

狭
に
お
け
る
初
期
の
免
定
を
整
理
し
た
も
の
が
表
W
と
グ
ラ
フ
で
あ

蘂
こ
こ
に
取
上
げ
た
久
享
（
三
方
郡
）
．
鳥
浜
（
三
嘉
）
・
天
徳
寺

（
上
中
郡
）
・
本
保
（
上
中
郡
）
・
市
場
（
大
飯
郡
）
は
、
村
高
四
百
石
前
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
村
で
あ
り
、
漁
村
・
山
村
で
は
な
く
、
平
野
部
の
村
で
あ
る
。

　
こ
の
グ
ラ
フ
お
よ
び
表
よ
り
知
り
得
る
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
第
一

に
、
各
村
の
年
貢
率
の
動
き
は
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
一
般
に
、

寛
永
期
に
は
比
較
的
安
定
か
つ
高
率
で
あ
る
の
に
対
し
、
慶
安
期
以

降
、
年
貢
率
は
下
り
、
不
安
定
と
な
る
。
こ
う
し
た
年
貢
率
の
動
き

は
、
先
述
の
承
応
三
年
の
忠
勝
書
下
に
、
　
「
近
年
、
知
行
所
悪
敷
成
、

物
成
年
々
二
ひ
け
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
獲
付
け
ら
れ
る
。

第
二
は
、
寛
文
末
年
よ
り
延
宝
に
か
け
て
、
各
村
の
年
貢
率
は
、
比

較
的
高
率
か
つ
安
定
的
と
な
り
、
各
村
の
年
貢
率
と
も
五
〇
％
～
六

〇
％
の
間
に
収
敏
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
農
政
の
新
展

開
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
藩
政
初
期
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の
年
貢
収
納
が
、
非
常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
お
さ
え
た
う
え
で
、
各
村
の
年
貢
率
を
平
均
す
る
と
、
四
五
％
を
境
に
、
上
下
一

〇
％
の
内
に
、
ほ
ぼ
収
ま
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
年
貢
収
入
を
耳
遠
す
れ
ば
、
四
万
三
千
石
～
六
万
七
千
石
（
平
均
五
万
五
千
石
）

と
な
る
。
た
だ
し
、
佐
野
領
の
収
納
率
も
、
と
り
あ
え
ず
同
率
と
し
た
。

　
収
納
さ
れ
た
年
貢
米
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
大
部
分
が
大
津
に
運
ば
れ
た
。
大
津
払
米
に
黙
す
る
忠
勝
の
国
許
年
寄
へ
の
指
示
は
、
第
一
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

二
曹
運
搬
の
時
期
を
十
月
初
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
早
売
り
に
よ
る
利
益
を
も
く
ろ
ん
だ
。
第
二
は
、
寛
永
十
二
年
分
の
払
米
の
指
示
に
も
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
忠
勝
は
、
寛
永
十
二
年
十
一
月
五
日
、
国
許
年
寄
に
、
　
「
来
年
は
以
た
か
く
可
有
之
候
由
、
京
都
♂
も
度
々
申
黒
黒
閲
、

其
考
聖
楽
候
」
と
命
じ
、
同
十
八
日
に
、
払
米
の
三
分
の
一
を
年
内
に
払
う
よ
う
指
示
す
る
が
、
同
月
廿
二
日
に
は
、
　
「
大
津
只
今
八
木
た
か

　
　
　
（
小
堀
政
じ
　
　
（
小
野
頁
購
）

く
候
由
、
小
遠
州
・
小
宗
左
ず
被
申
越
候
、
来
年
ハ
八
木
や
す
く
成
候
儀
も
可
有
之
由
承
候
間
、
年
内
之
内
申
段
よ
く
候
ハ
・
、
成
程
あ
い
払
」

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

う
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
年
貢
大
豆
の
代
銀
納
に
関
し
て
、
　
「
其
元
当
年
ハ
大
豆
事
之
外
た
か
く
皇
土
、
来
年
中
入
候
墨
形
、
其
外
之
儀

ハ
、
か
ね
に
て
二
塁
申
也
と
申
越
候
、
一
段
尤
候
事
、
春
二
も
成
候
ハ
・
、
大
豆
は
北
国
♂
可
参
蟹
走
、
か
ね
出
し
た
か
り
候
は
Σ
、
小
浜
栢
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
こ
と
く
か
ね
に
て
納
聖
上
憂
事
」
と
、
大
豆
の
北
国
よ
り
の
入
荷
に
よ
る
値
下
り
を
あ
て
た
大
豆
の
代
銀
納
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
幕
閣
の
地
位
に
よ
る
情
報
の
豊
さ
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
忠
勝
は
、
そ
の
情
況
に
応
じ
た
払
米
の
指
示
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
領

主
の
払
米
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
を
窺
わ
せ
る
と
共
に
、
領
主
が
流
通
過
程
に
深
く
か
か
わ
れ
る
だ
け
の
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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＊
寛
永
1
1
・
1
2
年
は
高
犀
。
。
サ
G
n
8
石
以
後
高
お
ω
拙
O
O
石
で
収
納
高
を
除
し
た
も
の
。

考参
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表刈　若狭の年貢高と年貢率

村　名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

1
1
1
1
工
1
1
1
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
1
1

永
　
　
　
保
　
安
　
旧
暦
治
文
　
　
　

宝
　
　
和

延
　

天

久　々　子

年貢高

石

170．361

186．848

175．735

172．732

139．74

133．112

166．39

175．898

168．767

161．636

197．291

216．307

217，349

206．989

207．297

220．763

219．238

276．72

282．9

273．456

291．113

281．605

286．359

281．6e5

288．296

281．878

287．303

272．7

245．167

269．717

e
r
o

35．8

39．3

37．e

36．3

29．4

28，0

35，0

37．0

5
0
5
5
7
5
6
4
1
2
5
5
2
2
2
2
9
2
4
4
6
7

5
4
1
5
5
3
3
6
6
8
9
7
1
9
0
9
2
9
0
7
1
6

3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
5
6
5
6
5
6
5
5
5

鶴 浜

年貢高 90

266．116

271，229

286．375

265a704

232．119

208，770

261．596

266．196

285．457

264．148

269．196

269．689

241r361

276，855

172，407

290．276

256．431

265．449

270．594

247．202

228，564

287．891

287．619

1

290，9911．

281．247

235．82

1
1
2
0
2
4
2
1
0
7
7
8
1
3
1
0

4
5
8
4
7
2
3
4
8
3
4
4
9
6
5
9

5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
3
5

52．1

54．0

56．0

50．3

46．5

58a5

58．5

592

ワ
一
〇

7
0
0

【
0
4

天　徳　寺

年貢高

7
6
9
1
5
8
　
　
7
　
7
3
4
　
　
9
2
8
2
5
3
　
2
　
3
1
　
2
1
4
4
　
4
4
6
6
5
2
2
3
2
6
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0
1
6
5
7
9
2
7
4
6
6
1
6
4
1
1

2
7
4
1
8
5
6
8
4
9
7
4
6
7
7
8
5
5
5
8
8
3
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
8

0
2
3
7
5
0
1
3
9
8
9
8
5
6
9
7
9
5
3
8
2
9
2
1
2
7
6
9
0
6
3
2
2
9
5
1
0
8
8
2
1
7
5
2

0
3
0
8
9
4
0
3
7
5
2
4
5
7
0
3
2
G
9
8
9
2
1
4
0
4
4
3
0
8
2
5
8
2
4
8
2
6
6
3
4
4
G
3

8
6
7
7
7
0
2
0
7
9
8
9
8
8
9
6
3
9
8
0
2
2
3
4
5
8
4
4
3
7
9
7
5
6
5
4
8
9
9
0
8
9
9
0

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

ero

5
6
3
2
5
4
0
1
1
3
3
1
9
4
1
6
4
4
2
7
3
1
0
1
5
7
2
0
7
2
5
4
4
4
5

3
8
0
2
2
9
2
8
2
6
4
6
3
4
5
9
1
1
1
5
1
9
1
4
5
4
4
4
G
2
6
1
7
8
6

4
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
3
3

本

年貢高

207．446

207，446

玉86．278

184．162

177．811

　　　　E

35．9　E

43．0

46．5

46．5

48．0

44．6

46，0

45．0

47．8

50．2

50．2

44．0

43．5

42．0

342．011

341．301

354．397

341，891

364．e9

345．104

（311．71）

256．049

343．481
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保

90

54．8

54．6

56，7

54．6

58．3

55．3

49．9

41．0

55，e

翌
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7
1
8
9
7
7
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4
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6
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9
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0
9
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6

1
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1

場

90
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5
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1
五
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O
b
5
ゆ
ゆ
ゆ
ゆ
の
β
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β
洛
ゆ
9
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力
鳥
菖
ゆ
b
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ゆ
ユ
マ
ユ
応
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3
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8
8
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2
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5
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＆
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駄
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駄
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こ
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4



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
大
津
に
お
け
る
昏
晦
以
外
に
、
城
下
小
浜
に
お
い
て
も
、
蔵
米
を
払
っ
て
い
る
。
こ
の
払
米
は
、
領
主
側
か
ら
は
、
　
「
か
し
米
」
・
「
入
米
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
呼
ば
れ
る
が
、
町
人
側
か
ら
は
、
「
お
り
米
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
実
体
は
、
形
式
的
に
は
、
町
人
へ
の
貸
付
の
形
を
と
る
が
、
実
際
に
は
、

「
大
津
高
値
」
を
も
っ
て
、
町
人
に
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
町
人
に
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
が
、
心
血
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
有
利
な

払
米
で
あ
っ
た
。
な
お
、
　
「
か
し
米
」
の
量
は
、
二
千
俵
～
五
千
俵
前
後
で
あ
っ
た
。

　
物
成
米
の
外
に
、
分
米
・
口
米
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
代
官
の
所
入
用
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
小
物
成
収
入

　
家
臣
の
知
行
形
態
が
、
俸
禄
知
行
と
な
っ
た
結
果
、
小
物
成
は
す
べ
て
藩
主
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
小
物
成
の
第
一
は
、
夫
米
で
あ
る
。
小
浜
藩
の
夫
役
は
早
く
代
納
と
な
っ
て
お
り
、
寛
永
十
一
年
入
国
の
年
に
は
、
高
百
石
二
付
九
斗
、
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

永
十
二
年
以
降
百
石
二
付
一
石
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
夫
米
収
入
は
、
千
二
百
業
余
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
第
二
に
多
投
、
成
立
は
、
慶
長
期
に
湖
る
が
、
そ
の
額
に
つ
い
て
は
、
寛
永
八
年
に
つ
い
て
知
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
水
主
一
人
肌
付
銀
三

匁
を
徴
し
、
総
計
八
貫
六
百
六
十
八
匁
五
分
目
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
正
保
直
前
に
は
、
七
貫
八
百
目
、
正
保
四
年
に
七
貫
七
百
目
余
と
な
り
、

全
体
と
し
て
灘
し
て
い
堕
こ
の
原
因
は
・
近
世
初
頭
・
浦
々
に
あ
・
た
「
は
が
せ
舟
」
（
商
船
）
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
・
こ
の
減

少
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
な
お
、
夫
米
・
印
面
等
の
小
物
成
の
収
納
は
、
西
郡
の
代
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
第
三
は
町
地
子
1
1
夫
代
銀
、
も
と
も
と
失
役
で
あ
っ
た
も
の
が
、
寛
永
八
年
に
代
銀
納
と
な
り
、
名
を
夫
代
銀
と
改
め
る
が
、
後
に
は
、
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

子
銭
と
な
っ
た
。
夫
代
銀
の
額
は
、
寛
永
八
年
銀
九
貫
六
百
目
で
あ
り
、
後
十
一
貫
前
後
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
こ
の
外
、
遠
敷
・
名
田
庄
か
ら
の
材
木
に
対
し
、
十
分
一
を
収
納
し
た
り
、
白
土
運
上
・
桶
屋
運
上
米
・
室
屋
銀
座
の
小
物
成
が
あ
っ
た
。

各
村
か
ら
の
小
物
成
の
総
額
を
知
る
史
料
は
な
い
の
で
、
多
少
時
期
は
下
る
が
、
宝
永
期
の
史
料
か
ら
、
初
期
の
小
物
成
高
を
想
定
し
た
い
。

　
『
旧
藩
秘
録
』
十
二
に
よ
る
と
、
宝
永
期
（
小
浜
藩
十
万
三
千
石
余
）
の
小
物
成
は
、
米
千
九
百
石
余
、
銀
三
百
五
十
貫
余
で
あ
り
、
こ
の
内
、

銀
二
蕎
貫
囲
が
敦
賀
皇
別
銀
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
享
保
十
二
年
（
高
十
万
石
工
）
の
小
物
の
量
は
、
米
千
五
百
石
余
と
銀
二
百
貫
余
で
あ
り
、
内
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幕藩体制初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

駄
別
霜
は
九
十
五
貫
で
あ
っ
た
、
、
小
物
成
中
、
変
化
の
大
き
い
駄
純
銀
（
後
述
）
を
除
き
、
知
行
総
高
の
高
下
を
考
慮
し
て
、
初
期
の
小
物
成
の

最
を
推
定
す
る
と
、
米
二
千
石
前
後
、
銀
百
五
十
貫
目
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
駄
別
・
沓
代
・
仲

　
駄
別
（
敦
賀
）
・
沓
代
（
小
浜
）
は
、
北
国
か
ら
上
方
へ
の
上
せ
荷
に
課
さ
れ
た
一
種
の
通
行
税
で
あ
る
。
駄
別
は
、
天
正
期
武
藤
助
十
郎
の
時

代
、
　
「
駒
之
口
」
（
闘
病
、
壱
人
二
鳥
目
十
文
）
と
し
て
設
ら
れ
、
大
谷
吉
継
の
時
代
に
、
　
「
解
題
」
と
名
を
改
め
、
荷
馬
一
撃
二
百
米
壱
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
定
め
ら
れ
る
が
、
結
城
秀
康
の
時
代
に
、
弐
升
と
定
め
ら
れ
た
。
駄
別
は
、
藩
庫
へ
は
、
米
に
よ
る
直
納
で
な
く
、
銀
納
さ
れ
た
。
駄
別
置

直
段
は
、
米
仲
の
提
出
し
た
諸
国
米
相
場
を
、
十
一
月
か
ら
二
月
迄
は
五
品
、
三
月
か
ら
十
月
ま
で
は
十
品
を
合
計
し
、
百
匁
平
均
の
石
高
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

見
、
そ
れ
よ
り
一
斗
を
減
じ
た
も
の
（
但
＋
月
は
一
斗
二
升
）
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
と
こ
ろ
で
、
藩
庫
に
入
っ
た
駄
別
音
高
は
、
明
暦
二
年
よ
り
延
宝
期
ま
で
の
学
年
に
知
ら
れ
る
が
、
寛
永
～
承
応
期
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
慶
安
元
年
以
降
幕
末
に
至
る
、
米
・
大
豆
の
入
津
量
お
よ
び
入
船
数
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
先
に
述
べ
た

駄
瀟
瀟
の
算
出
方
法
、
米
・
大
豆
俵
数
と
駄
別
の
魍
関
関
係
、
お
よ
び
米
価
（
こ
こ
で
は
、
大
坂
米
価
）
に
よ
っ
て
、
慶
安
元
年
以
降
の
駄
別
銀
高

　
　
（
2
0
）

を
推
算
し
た
の
が
、
表
皿
で
あ
る
。
慶
安
期
と
寛
文
期
と
で
は
、
米
価
に
差
が
あ
り
、
ま
た
敦
賀
と
大
阪
の
米
価
が
、
か
な
ら
ず
し
も
比
例
し

　
　
　
　
（
2
1
）

な
い
た
め
に
、
駄
石
工
高
は
概
数
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
米
・
大
豆
の
入
津
最
は
、
慶
安
期
～
延
宝
期
を
通
じ
て
五
十
万
俵
前
後
で
あ
り
、

そ
の
時
々
の
米
価
に
左
右
さ
れ
つ
つ
も
、
ほ
ぼ
、
愛
別
銀
高
は
、
百
五
十
貫
～
二
百
五
十
貫
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
小
浜
の
沓
代
は
、
推
算
の
基
礎
と
な
る
数
字
を
ほ
と
ん
ど
汚
い
出
し
得
な
い
が
、
若
狭
の
地
誌
で
あ
る
『
稚
猛
雨
』
に
よ
れ
ば
、
延

宝
八
年
四
十
物
七
万
三
千
箇
・
船
台
千
五
十
五
艘
、
翌
九
年
米
・
大
豆
二
十
四
万
三
千
俵
の
入
津
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
数
字
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
時
期
の
敦
賀
の
入
津
量
、
入
船
数
に
匹
敵
す
る
。
そ
こ
で
沓
代
が
、
一
駄
に
最
小
玄
冬
一
升
（
京
桝
七
合
五
勺
）
だ
っ
た
こ
と
を
含
め
て
考
え

れ
ば
、
藩
庫
へ
の
収
入
は
、
米
に
し
て
三
千
石
前
後
、
銀
に
し
て
百
貫
前
後
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
こ
の
駄
別
銀
、
面
上
の
外
、
商
品
流
通
に
謝
す
る
課
税
に
米
仲
が
あ
る
。
米
仲
の
高
は
、
寛
文
六
年
に
銀
四
十
六
貫
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
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表X理　敦賀の入船・入津盤・獣鶏銀

年

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
1
2
3
：
：
：
8

　A
船数

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
2
5
0
5
0
5
4
3
0
1
7
4
1
7
7
0
7
1
6
9
7
2
9
8
2

6
2
0
2
1
9
8
3
1
0
6
3
9
9
6
1
6
9
8
8
8
7
9
9
5
8
6
6

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
　
　
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

米（俵）

700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
6
0
0
0
0
0
0
0
0

3
6
3
G
G
8
5
0
0
0
7
3
8
G
3
6
6
7
6
3
8
6
5
4
6
0
9
6

0
3
7
7
8
8
8
9
1
0
2
2
0
8
3
2
5
6
5
4
6
4
1
7
2
4
8
8

5
4
3
4
4
6
5
6
5
4
6
5
3
2
5
6
7
6
5
4
3
4
3
3
4
4
3
1

245．000

大豆（俵）

0
0
0
0
0
0
0
G
G
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
G
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

a
4
7
0
5
9
0
6
1
9
5
8
2
0
3
1
0
8
6
8
4
2
4
1
7
1
9
7

5
4
2
4
4
2
5
2
3
7
8
6
2
6
6
2
1
7
4
3
8
5
9
9
8
8
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

41，000

　B
俵数計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

表
ゆ
℃
ゆ
℃
ゆ
β
の
の
君
7
0
ゆ
の
℃
ゆ
’
o
の
の
の
の
石
3
ゆ
3
℃
⑩
ゆ
ゆ
の

｛
2
0
0
0
5
7
5
6
1
9
2
1
0
0
6
7
6
5
2
1
2
8
9
5
3
1
8
3

6
8
0
1
2
1
3
1
4
7
1
9
3
4
9
4
5
3
0
8
5
9
0
6
1
2
G
4

5
4
4
5
5
7
6
7
5
4
7
5
3
3
5
7
8
7
6
4
4
4
4
4
5
5
5
2

286．000

　c
駄別銀

）
、
）
）
）
）
）
）

匁

3
0
2
6
5
8
3
8
2
3
2
7
3
0
5
5
4
6
3
4
3
0
6
9
5
2
9
9

6
8
7
8
3
5
2
4
9
3
0
G
9
3
0
7
2
9
7
3
2
6
7
8
4
5
2
5

4
7
1
0
3
8
0
6
7
8
2
9
6
1
4
4
0
2
2
7
8
0
5
3
0
7
3
5

　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
コ
　
　
ロ
　
　
コ
　
　
コ
　
　
　
　
　
ロ
　
　
コ
　
　
コ
　
　
　
　
　
ロ
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
コ
　
　
ロ
　
　
コ
　
　
コ

貫

7
1
6
0
2
1
5
1
3
5
8
5
1
3
5
1
0
4
3
6
8
4
9
0
8
1
9
0

4
3
4
6
6
2
3
6
2
0
9
3
3
6
0
7
4
8
5
3
2
9
2
1
8
5
7
2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

（
（
（
（
（
（
（
（

193．823

　D
米　価 C／BD

　739（

1
9
4
3
0
0
1
9
8
6
7
1
8
1
8
1
6
7
4
4

0
0
8
0
0
5
8
6
7
7
7
9
9
9
9
8
7
8
7
4

1
1
　
　1
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　1

／
し
一

0
3
0
5
　
　
5
　
　
5
1
　
　
5
5
　
5
5
　
　
5
　
5
5
　
5
5
0

匁
＆
9
9
3
3
3
9
9
1
9
0
5
0
L
2
3
L
住
5
4
L
5
7
5
8
8
4
a

2
2
3
3
3
3
3
3
4
3
5
5
7
5
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
4
5
7
6

68，0 99

注）　1．船脚，俵数は「指掌録」　（京大写本）による。駄別銀高「酒井家編年史料稿本」

　　　の各年末（打宅文書）。

　　2．米価は「三貨山彙」の大坂米相場の平均。

　　3．慶安1～明暦1の間のcIBDの値（93．7）は，明暦2年以降21年間のC／BDの値
　　　の平均値。
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幕藩体制初期の藩財政（藤井）

る
だ
け
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
敦
賀
へ
の
入
津
米
の
俵
数
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
四
十
貫
目
前
後
で
あ
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
風
息
・
沓

代
・
米
仲
よ
り
の
藩
庫
の
収
入
は
銀
三
百
五
十
貫
目
前
後
と
な
り
、
時
に
は
五
百
貫
に
も
お
よ
ん
だ
。

　
表
∬
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
事
実
、
お
よ
び
推
算
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
藩
政
初
期
の
収
入
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
は
、
あ
く
ま

で
推
算
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
年
の
も
の
で
は
な
い
が
、
先
述
の
手
続
が
正
し
け
れ
ば
、
む
し
ろ
一
般
的
状
態
を
よ
り
正
確
に
示
し

て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
藩
庫
の
収
入
の
七
十
五
％
が
本
年
貢
収
入
で
あ
る
が
、
こ
の
内
約
三
万
石
（
五
四
．
五
％
）
が
現
物
で
知
行
取
家

臣
の
物
成
お
よ
び
扶
持
米
と
な
る
た
め
、
駄
別
、
沓
代
、
米
仲
の
商
品
流
通
に
対
す
る
課
税
収
入
が
、
知
事
の
収
入
に
占
め
る
比
重
は
相
対
的

に
増
加
す
る
。

小
浜
藩
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
収
入
を
・
同
じ
譜
代
大
名
で
あ
る
茜
洒
井
氏
（
志
権
勢
と
比
較
し
て
み
る
と
・
荘
内
藩
の
慶
安
元
年
の

収
入
は
、
家
中
へ
の
塗
方
・
切
米
等
を
除
い
た
本
年
貢
収
入
お
よ
び
浮
役
権
の
合
計
が
、
金
に
し
て
七
千

三
百
十
一
両
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
浜
藩
の
収
入
は
、
家
中
渡
方
、
切
米
等
を
除
い
て
も
な
お
、
壱
万
数

千
両
の
収
入
が
あ
り
、
知
行
高
に
し
て
一
万
五
千
石
も
少
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
収
入
を
得

て
い
る
。
こ
の
原
因
は
、
先
述
し
た
藩
財
政
を
規
定
す
る
諸
条
件
と
の
か
か
わ
り
あ
い
で
見
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
小
浜
藩
の
藩
庫
が
比
較
的
豊
か
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
こ

、
つ
。

　
と
こ
ろ
で
合
計
銀
二
千
二
百
貫
の
収
入
は
、
先
の
支
出
の
頃
で
述
べ
た
万
治
元
年
の
塞
本
的
支
出
千
五

百
五
十
貫
余
を
賄
い
、
さ
ら
に
、
忠
直
自
身
の
入
曽
、
藩
の
諸
入
用
を
ほ
ぼ
賄
い
得
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

幕
府
の
普
請
役
や
軍
事
動
員
、
諸
寄
進
、
小
浜
城
普
請
、
飢
鰹
と
い
っ
た
臨
時
の
支
出
を
賄
う
に
は
、
か

な
ら
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
費
用
を
賄
う
た
め
に
、
様
々
の
形
で
備
蓄
が
お
こ
な
わ
れ

表XIザ藩政初期の収入

％釧訊吟銀辻三項

75．0

9，5

13．6

1．8

1650貫

210

300

　　4e

　貫
150

300

40

5500G石

2000
本年貢
小物成
駄別沓代

米　仲

含　計 57000　1　490　1　2200　1　99．9

　　《旦　　　1石＝銀30匁
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た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
備
蓄
金

　
備
蓄
金
そ
の
も
の
は
、
収
入
で
は
な
い
が
、
臨
時
か
つ
膨
大
な
支
出
を
賄
う
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
述
べ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
城
米
は
、
入
国
早
々
、
五
千
俵
を
小
浜
蔵
に
置
く
こ
と
に
な
る
が
、
金
銀
の
備
蓄
も
入
国
当
初
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
寛
永
十
二
年
十
一
月
十

一
日
の
書
下
で
、
忠
勝
は
国
許
の
年
寄
に
、
天
守
へ
の
金
銀
備
蓄
の
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
命
じ
た
。

　
銀
子
は
、
十
貫
目
入
い
つ
れ
も
箱
を
仕
、
釘
付
二
い
た
し
、
箱
一
一
銀
子
十
貫
目
と
書
付
を
仕
、
う
す
き
む
し
ろ
前
て
つ
＼
ミ
、
縄
か
り
げ
に
仕
、
其
上
晶
も
銀

　
子
十
貫
目
と
札
を
書
さ
し
て
入
可
申
候
、
金
子
之
儀
ハ
弐
千
両
入
二
箱
を
仕
、
釘
付
二
い
た
し
、
箱
之
上
昌
小
判
弐
千
両
入
と
書
付
を
い
た
し
、
是
も
う
す
き

　
む
し
ろ
二
つ
」
ミ
、
縄
か
り
け
に
い
た
し
、
小
判
弐
千
両
入
と
札
を
書
さ
し
候
て
入
墨
墨
壷
、
其
外
金
子
五
百
両
千
両
、
大
判
五
十
枚
百
枚
、
銀
子
百
枚
弐

　
百
枚
、
五
貫
目
七
貫
目
之
義
は
、
天
守
二
塁
申
間
敷
候
、
は
し
金
二
い
た
し
、
去
年
申
付
候
か
ね
箱
二
入
際
小
遣
可
汗
候
、
銀
子
之
儀
弐
百
貫
目
共
た
ま
り
候

　
ハ
・
、
何
時
も
天
守
へ
塗
擦
申
候
、
五
拾
貫
目
百
貫
目
ハ
か
ね
箱
二
残
し
置
、
小
遣
二
仕
、
天
守
之
か
ね
切
々
取
出
し
上
申
候
様
昌
覚
悟
可
仕
候
事

ま
た
、
寛
永
十
六
年
に
は
、
天
守
の
銀
高
を
千
貫
目
と
し
、
他
は
小
判
に
両
替
し
、
さ
ら
に
大
判
五
百
枚
、
壱
分
半
五
千
両
、
新
銭
千
貫
を
天

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

守
に
入
れ
る
よ
う
命
じ
、
さ
ら
に
翌
年
、
天
守
の
銀
高
を
五
百
貫
と
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
入
用
が
、
ほ
と
ん
ど
金

遣
い
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
金
銀
の
備
蓄
体
綱
は
確
立
す
る
。

　
次
に
、
備
蓄
金
の
動
き
を
見
て
行
く
と
、
寛
永
～
正
保
期
に
は
備
蓄
は
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
年
貢
収
入
の
高
率
か
つ
安
定
と
、

こ
の
期
の
米
価
が
比
較
的
高
い
も
の
に
あ
っ
た
こ
と
に
一
つ
の
原
因
が
あ
っ
た
。
一
方
、
慶
安
期
以
降
の
備
蓄
は
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

減
少
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
、
　
「
江
戸
へ
入
用
多
弁
て
、
年
々
二
取
ら
せ
」
た
こ
と
に
主
た
る
原
因
を
求
め
ら
れ
る
が
、
　
一
方
で
年

貢
収
入
の
減
少
も
原
因
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
天
守
の
金
銀
の
高
で
あ
る
が
、
忠
勝
は
、
国
許
年
寄
に
、
度
々
天
守
金
銀
高
を
報
告
す
る
よ
う

命
じ
て
い
る
が
、
国
許
年
寄
の
解
答
が
な
い
。
し
か
し
、
忠
直
に
家
督
を
譲
る
に
あ
た
り
、
明
暦
元
年
に
、
忠
直
に
小
判
五
千
両
、
大
判
七
十
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藩体制初期の藩財政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

枚
、
銀
子
五
十
貫
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
明
暦
二
年
に
、
小
判
壱
万
両
、
銀
子
百
貫
目
、
大
判
百
枚
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
暦

期
に
至
っ
て
も
な
お
、
天
守
金
銀
の
高
は
、
少
な
く
と
も
小
判
壱
万
五
千
両
、
銀
子
百
五
十
貫
、
大
判
百
七
十
枚
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
が
、
承
応
三
年
頃
よ
り
、
天
守
金
銀
を
江
戸
へ
運
び
、
明
暦
二
年
に
は
、
　
「
天
守
差
置
候
金
銀
之
事
、
自
然
二
此
方
へ
相
届
可
申
候
」
と
、

天
守
備
蓄
金
の
江
戸
へ
の
運
搬
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
額
は
、
寛
文
二
年
忠
勝
が
忠
直
以
外
の
子
息
や
将
軍
・
大
名
等
に
残
し
た
遺
物
は
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

だ
け
で
も
三
万
六
百
三
十
両
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
先
述
し
た
天
守
備
蓄
金
の
基
準
、
銀
五
百
貫
、
大
判
五
百
枚
、
一
分
判
五
千

両
等
か
ら
、
ま
た
、
次
の
史
料
か
ら
も
、
忠
直
へ
の
渡
金
を
は
る
か
に
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
直
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
筑
）
　
　
（
広
沢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
封
V

　
一
　
金
銀
工
事
、
修
理
大
夫
其
外
子
と
も
一
る
い
方
へ
遣
、
相
選
管
金
銀
ハ
、
家
来
喜
兵
衛
、
三
郎
兵
衛
納
戸
之
者
二
下
ふ
う
を
付
さ
せ
、
上
ふ
う
之
事
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
　
手
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
普
請
）

　
　
此
四
人
総
藻
被
付
置
、
修
理
大
獄
土
蔵
二
上
預
置
、
自
然
修
理
大
夫
か
つ
て
玉
敷
成
候
時
分
、
大
キ
成
御
ふ
し
ん
、
御
軍
吾
等
被
仰
付
何
共
難
相
勤
時
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
田
正
信
力
）
　
　
　
　
　
へ
潤
井
忠
清
）

　
　
号
外
火
薯
な
と
二
相
申
候
か
因
か
つ
て
調
か
た
き
時
分
、
上
野
介
を
も
御
同
道
、
雅
楽
殿
へ
被
参
、
装
う
か
因
わ
れ
、
其
時
之
相
応
二
随
而
、
幾
度
一
一
も
修

　
　
理
大
夫
方
へ
相
渡
さ
れ
可
給
候
、
右
之
金
銀
之
内
に
て
三
千
両
ほ
と
劉
一
【
被
仕
被
下
県
、
こ
れ
少
身
成
一
る
い
共
、
は
か
ら
さ
る
火
事
二
鰍
其
外
わ
た
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
合
　
力
）

　
　
な
ら
ぬ
子
細
有
之
而
、
何
共
不
西
成
面
面
、
修
理
大
夫
二
被
申
、
従
修
理
太
夫
か
う
り
く
一
一
被
仕
、
相
つ
Σ
け
可
被
申
候
、
是
ハ
我
等
お
や
之
時
分
、
右
之

　
　
通
仕
置
大
き
く
一
る
い
草
す
く
い
申
候
儀
覚
候
間
、
如
此
申
置
候
、
六
ケ
敷
事
納
候
へ
共
、
別
二
可
画
歴
も
無
髄
歯
間
、
各
々
た
の
ミ
置
薬
、
以
上

　
　
（
万
治
元
）

　
　
　
戌
霜
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
讃
岐
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
　
勝
（
花
押
・
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
康
償
）

　
　
　
　
松
　
平
　
若
　
狭
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
次
）

　
　
　
　
酒
　
井
　
蔵
　
人
殿

　
　
　
　
内
　
　
弾
　
　
正
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
重
）

　
　
　
　
酒
　
井
　
内
　
記
殿

　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
こ
の
書
状
は
、
天
守
備
蓄
金
の
高
が
、
さ
ら
に
多
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
幕
府
軍
役
が
、
藩
財
政
に
与
え
る
影
響
が
い
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か
に
大
き
い
か
を
示
す
史
料
で
で
も
あ
る
。

（
1
）
　
寛
永
2
0
・
2
・
1
3
書
下
。
寛
永
1
9
・
1
2
・
2
4
書
下
。

（
2
）
　
な
お
、
表
刈
の
末
尾
に
あ
げ
た
数
字
は
、
　
「
御
収
納
高
覚
」
に
よ
っ
て
示
し

　
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
小
浜
市
立
図
書
館
酒
弁
家
文
庫
の
未
整
理
の
中

　
か
ら
脱
稿
後
み
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
中
頃
の
写
で
、
そ
の
数
字
は
、
若

　
狭
以
外
の
知
行
地
（
た
と
え
ば
佐
野
頒
）
を
含
ん
で
い
る
か
い
な
い
か
、
ま
た
収

　
納
高
に
小
物
成
等
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
等
不
明
な
点
が
多
く
検
討
の
余
地

　
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
参
考
と
し
て
あ
げ
た
。

（
3
）
久
々
子
・
「
加
茂
文
書
」
、
鳥
浜
・
「
千
田
文
書
」
、
天
徳
寺
ら
河
原
文
書
」
、

　
本
保
・
「
清
水
文
書
」
、
市
場
・
「
永
谷
文
書
」
。

　
　
こ
の
五
村
を
選
ん
だ
理
由
は
、
年
貢
米
の
量
を
推
算
す
る
た
め
に
は
、
　
一
般
的

　
に
小
さ
い
村
高
で
あ
り
、
か
つ
年
貢
率
の
高
い
漁
村
・
山
村
は
、
不
適
薮
と
考
え

　
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
若
狭
の
村
高
構
成
を
次
に
あ
げ
る
。

若狭の村高構成（元禄13年）

高1大飯1下中1」二中1大飯1含計村

2

1
　
　
2
　
　
2
　
　
Q
σ
　
3
　
　
だ
015

P4

Q3

P8

R0

Q9

S8

U0

1
　
　
　
　
　
2

3
7
6
4
2
9
5
7

13

1

2

1
　
　
1
　
　
0
◎
　
4

10

V
4
5
1

1

1
2
　
2
2
5
4
1
1
8
2
0
2
7

2
　
　
　
　
1
　
　
Q
U
　
2
　
　
4
　
　
5
　
　
6

11

Q0

Q0

1500石LJ，」二

lsoe一一1400

14e6tv1300

130e－v1200

1200一一1100

1100tvlOOO

leoo一一goe

900一一800

800・v700

700一一600

600N500

500一一400

400一一3go

300・v200

200tvloe

100石以下

25559398374計合

（
4
）
　
寛
永
1
2
書
下
。

（
5
）
　
「
空
印
様
御
書
下
」
。

（
6
）
寛
永
1
2
・
1
1
・
2
2
書
下
。

（
7
）
　
寛
永
1
2
・
2
・
1
8
溌
呼
鐘
に
「
小
浜
町
げ
甲
へ
入
米
最
前
由
－
越
候
二
段
之
儀
、
大

津
高
値
を
以
、
銀
子
上
ケ
可
申
由
稲
子
、
弐
千
俵
売
付
二
二
申
越
候
」
と
あ
り
、

　
ま
た
、
寛
永
2
0
・
3
・
7
書
下
に
は
、
「
か
し
米
」
と
あ
る
。

（
8
）
　
「
京
極
家
の
時
、
を
り
米
と
て
町
人
へ
蔵
米
を
高
値
に
し
て
か
し
付
被
成
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
勝
）

　
上
よ
り
下
へ
お
り
る
故
の
名
な
り
（
中
略
）
空
印
様
の
時
に
も
お
り
米
有
り
て
、

　
人
々
高
値
に
こ
ま
り
、
町
中
一
統
訴
訟
に
及
ふ
へ
し
と
申
合
せ
、
共
時
刻
に
鐘
を

突
云
々
」
と
あ
る
。

A　　A
14　13
w　　v

A　　n　A　　A
12　11　10　9
v．　v　v．　v

寛
永
1
2
・
1
1
・
1
8
書
下
。

「
桑
村
文
書
」
　
（
東
大
史
料
編
纂
所
寄
託
酒
井
家
文
書
）
。

寛
永
八
年
か
い
は
銀
之
目
録
、
　
（
「
桑
村
文
書
」
）
。

正
保
4
・
1
2
・
9
書
下
。

『
雨
量
雑
話
臨
、
　
「
小
物
成
元
瀞
出
」
（
小
浜
市
三
郷
書
館
蔵
）
。

「
江
口
武
右
衛
門
控
」
　
（
『
遠
敷
郡
誌
』
）
、
「
雲
浜
秘
鑑
」
。
室
役
に
つ
い
て

は
「
組
屋
文
書
」
。

　20

）

　　　　　　　　　　　　　　

19　18　17　16　15
）　　　）　　）　　）　　）団

の
関
係
が
な
り
た
ち
、

積
で
あ
り
、

切
U
と
な
る
。

「
小
物
成
元
書
鵬
」
。

「
指
掌
録
」
　
（
京
大
写
本
）
、
　
『
敦
賀
郡
誌
』
。

「
指
掌
録
」
。

『
敦
賀
郡
誌
』
、
　
「
寛
文
雑
記
」
。

「
割
判
録
」
。
　
『
敦
賀
郡
誌
』
参
照
。

俵
数
（
B
）
と
駄
数
（
E
）
は
、
正
の
相
関
関
係
に
あ
り
切
卸
げ
（
滞
建
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
潮
田
銀
高
（
C
）
は
、
駄
数
と
米
価
（
D
）
の

　
　
　
？
翫
。
・
雪
馨
。
碁
先
・
黍
、
お
ぎ
か
え
る
と
？
熱
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（
2
1
）
　
左
表
の
敦
賀
米
価
は
、
表
の
狐
の
数
字
と
駄
鋼
銀
計
算
方
法
を
も
と
に
て
算

出
し
、
大
坂
米
緬
は
、
　
『
三
傑
図
彙
』
の
平
均
米
価
で
あ
る
。

年瞬綱大坂撫
論
獅
瓢
珊
禰
師
輔
脚
鵬
土
器
脚
珊
讃
鄭

・
轟
㎜
珊
瓢
㎝
妬
㎜
謝
鵬
珊
創
戴
輔
細
読

明暦2

　　3
万治1

　　2

　　3
冤文1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　8

　　9
10

P1

P2

（
2
2
）
　
『
拾
椎
雑
話
』
、
『
若
狭
国
誌
』
伴
信
友
注
。

A　　A　　n
33　32　31
v　　v　　v

rth　A　　A　　n　Xh　f－N　A　rt．
30　29．　28　27　26　25　24　23
L一　W　　V　　V　　　J　　V　　V　L一

「
打
セ
文
辞
」
・
『
稿
本
』
所
収
。

荘
内
酒
井
氏
に
闘
す
る
記
述
は
、
『
鶴
岡
市
史
隔
上
巻
に
レ
触
っ
た
。

翻
意
・
氷
1
2
・
1
2
・
1
7
激
口
下
。

寛
・
氷
1
6
・
1
2
・
1
2
書
下
。

寛
永
1
7
・
9
・
2
6
書
下
。

慶
安
4
・
1
0
・
2
2
書
下
。

明
暦
1
・
7
・
2
書
下
。

（
忠
勝
）
　
　
　
　
　
　
（
忠
直
）

「
讃
岐
様
御
隠
居
之
時
当
代
被
遣
候
金
銀
目
録
」
　
（
酒
井
家
文
書
）
。

開
暦
1
・
7
・
2
雷
下
。

「
旧
藩
秘
録
」
。

「
酒
井
家
文
書
」
。

お
　
わ
　
り
　
に

毎差葦韓手で49｛llij初其月の藩貝オ廷女　（藤男’）

　
酒
井
小
浜
藩
は
、
農
業
生
産
力
の
面
で
限
定
を
う
け
つ
つ
も
、
地
方
知
行
の
廃
止
に
よ
る
支
配
の
＝
兀
化
を
聡
悟
と
し
た
年
貢
収
入
に
財
政

基
盤
を
お
き
、
さ
ら
に
、
年
貢
米
の
払
を
、
畿
内
中
央
市
場
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
地
理
的
条
件
と
、
幕
閣
重
臣
と
し
て
の
経
済
情
報
の
先

取
り
に
よ
っ
て
有
利
に
展
開
し
た
。
ま
た
、
北
国
市
場
と
畿
内
中
央
市
場
の
中
継
地
で
あ
る
敦
賀
・
小
浜
を
掌
握
し
、
こ
の
時
期
に
膨
張
を
つ

づ
け
た
商
品
流
通
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
大
の
収
入
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
収
入
は
、
平
時
の
藩
財
政
支
出
を
十
分
に
ま
か
な
い
え
る
も

の
で
あ
り
、
寛
永
期
に
は
、
高
年
貢
率
∴
尚
米
緬
に
さ
さ
え
ら
れ
つ
つ
、
備
蓄
も
進
ん
だ
。

　
こ
の
時
期
の
備
蓄
の
特
徴
は
、
俸
禄
知
行
へ
の
移
行
の
結
果
、
家
臣
へ
の
物
成
米
が
支
出
の
内
に
大
き
な
割
合
を
占
め
る
が
、
こ
れ
を
除
く

と
、
江
戸
入
用
の
大
き
さ
が
潤
立
つ
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
藩
財
政
を
規
定
し
た
も
の
に
幕
府
普
請
役
に
代
表
さ
れ
る
幕
府
軍
役
が
あ
り
、

こ
れ
は
平
時
の
藩
財
政
収
入
で
は
ま
か
な
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
ま
か
な
う
も
の
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
備
蓄
金
が
活
用
さ

れ
た
。
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領
主
権
力
の
再
生
産
構
造
を
藩
財
政
の
分
析
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
本
稿
第
～
の
課
題
は
、
行
論
中
で
の
分
析
で
、
い
く
ら

か
は
達
成
さ
れ
た
と
思
う
が
、
第
二
の
課
題
で
あ
る
初
期
藩
財
政
の
実
態
分
析
に
つ
い
て
は
、
洒
井
小
浜
藩
の
初
期
藩
財
政
が
豊
か
で
あ
っ
た

と
い
う
本
稿
の
論
証
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
近
世
藩
財
政
窮
乏
説
は
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
藩
財
政
に
お

け
る
借
財
に
つ
い
て
も
、
現
象
論
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
藩
財
政
構
造
の
中
で
有
機
的
に
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観

点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
の
借
財
が
、
領
主
権
力
の
再
生
産
構
造
の
中
に
包
摂
さ
れ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
領
主
権
力
の
危
機
を
直
接

的
に
は
意
味
し
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
領
主
権
力
の
再
生
産
構
造
の
欠
陥
を
反
映
し
た
も
の
で
る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ

れ
よ
う
。

　
最
後
に
小
浜
藩
の
藩
財
政
の
中
期
へ
の
見
通
し
を
述
べ
て
ホ
稿
を
終
え
た
い
。
慶
安
期
以
降
、
年
貢
収
入
の
不
安
定
さ
と
減
少
、
米
価
の
低

下
、
さ
ら
に
江
戸
入
用
の
増
加
に
よ
っ
て
、
馨
り
を
見
せ
は
じ
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
忠
直
は
、
寛
文
二
年
忠
勝
の
死
の
直
後
か
ら
、
藩
政
改

革
を
行
い
、
軍
役
規
定
を
改
め
、
農
政
面
で
は
、
　
「
庄
屋
代
官
」
制
を
導
入
す
る
な
ど
、
藩
政
の
新
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、
財
政
収
入

の
も
う
一
方
の
基
盤
で
あ
る
商
品
流
通
に
対
す
る
課
税
は
、
寛
文
期
の
西
廻
り
航
路
の
確
立
と
大
阪
市
場
の
確
立
に
よ
っ
て
、
敦
賀
、
小
浜
を

通
過
す
る
北
国
荷
が
減
少
し
た
結
果
、
し
だ
い
に
減
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
藩
は
、
下
り
荷
で
あ
る
茶
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対

処
し
ょ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
全
国
市
場
の
確
立
は
、
単
に
流
通
蚤
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
領
主
を
流
通
過
程
か
ら
し
め
出
す
性
質
を
も
有
し

て
い
た
。
近
世
中
期
以
降
の
藩
財
政
の
悪
化
の
一
原
因
は
、
こ
の
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
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Greeks　and’　Non－Greeks　in　the　Cities　of　Hellenistic　Asia

　　by

C．　Ohto

　　The　early　kings　of　the　Seieucids　knew　the　wea！〈ness　of　their　position

as　rulers　over　their　vast　and　strange　territoryi　Their　empire　was　a

framework　which　coVered　a　multitude　of　pebpleS　and　cultures，　and　it

w．qs　necessary　tp．　give　the　framework　substance　aAd　strength．　To　this

6nd，’they　set　td　work　tb　fi111most　of　western　Asia．’with　Greek　．　cities

and　settlements．　Usu．allY，’th6ugh　by　no　means　a］way＄，　these　citi．es　and

settlements　were　located　at　or　beside　native　viilages　and　cities，　’and’

must　have　contained　many　non－Greeks　within　their　wa11s，　though　the

local　riatives　lived　1argeiy　in　suburbs　outside．　How　were　the　non－Greeks

within　the　wall　organized　and　administrated？

　　We　cannot　throw　much　light　on　this　question．　Circumstances　were

different　in　each　case　and　we　have　too　little　information．　ln　many　cities，

however，　it　seems　that　non7Greeks．．，w．ere．　assigned　their　districts　and

distinguished　from　Greeks．　lt　cannot　be　assumed，　as　often　supposed，

that　there　．　was　Widespread　・harmonY　between／’Greeks．　and…non一’Greeks．

’The　Finance　of　Han藩．in．．the．Early　Bakuhan・Regime幕藩体制；

　　　　　　　　　　ACase　Study　of．．　a．Fudai－1）aim夕。譜代大名；

　　　　　　　　　　　　　　　　Sa，leai／　Obama一ノi1：an　酒井4、二丁

　　by

J．　Fujii

　　’1’his　article　will　focus　on　the　preblem　of　the　reproduction　strueture

6f　the　sei9ロiority　of　the　eariy　Bakuhan　RegiM6．幕藩体制t拙ough　a　case

study．of　a　Fudai－1）α麹yo譜代大名，　Sakai－Obama－han酒井小浜藩．

　　Tho’dgh　not　abundant　in　itS　agricultural　productions　Obama－han，　eco－

nomically　based　on　the　land－tax　revenue　whieh　was　made　possible　by

the　substitution　of　the　unified　control　ovet　the　country　for　the　old　local

fief　systemi　coped　with　their　rice　paid　as　land－tax　・luctatively，　because

of．itS　geographical　nearness．　to　Kinai・畿内central　Market　and　its．fa面lil

arity’ with　the　econoMic　information　as　a　chief　ministbr　of　Bakufu．

FUrth6rmore，　Obamdl－Hani　holding　Tstimga藪賀and　’ObaMa．小浜：as　r61ay

ports　between　the　northern　countties　・and　the　’6entral　i’cou’ntri6s’，　・levied
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duties’・’on・　the　circulating　commodities　’ ≠獅п@gained”enormous　revenue．

This　revenu6　was　su缶cient　enough　to　cover　the　ord圭nary　expeエ1diture，

so　in　the　Kan’ei　Period：寛永年間，　they　saved　rnuch　preparatory　money

through　the　high　price　of　r1ce　and　the　high　rate　of　land－tax．

As　to之he　expe雌u「e偉hat．time・遮onlyβ・ρ叫習物．威米ゆ量ch
t…1t・d：．．f・・m　t翠・． c七ransfr；ipg　to．：．．lh・．．吻為照門、鰍晦β享・t・m

b・t・玉・・．the　exp・・細工． DEd・「 ]戸09’・kpied・9・e411．．P・吻・㌻i6・銭．．　Fゆer一

二ore・th61n項t碑y　s⇔ryiρ6　f¢Bakufu．幕府軍．役．・．．『Specialty　the　donsttUc－

t圭・g．・e．1　．　yi’・e．綿役・．d・e・．pied　Spm・．　P・rtS・Tll♀．1・tter・b・i・g　b・y6・d

g．qpacitY，　df　tb．．f．’撃b窒р奄獅≠狽x　S．eVenue，　was　pqiF！．　’Otitl’o，f　’the　ptepa．yatQry　saV－

ihg＄．　’Thqs’　Obdma－han　cbin．1d　complete　itS’　reprQddction　’ptocess．

T蜘Fr⑳ersβiゆ・Hl＄t・・y・ξ．　M・・g・1i・nエ・．搬・i・m；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　2＞d夕iろi　toニソin　a捻d　laツa　Pandita　．～Vam（7a二yゼブα辮～iu．＝

　　　　　．by

H．　Wakamatsu

　　In　the．　history：of　Mongolia貧しamaism，　two　Oyirad　priests，1吻薦船町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ
（1587？一1653）andノ砂αpandita　IVamq¢yijambu（1599－1662）were　great

pre毎cherS．of　Dge．．lptg’s　pa　sect．．Lamism．．．．．The　former　whQ　had　co皿e　from

Turgu4，　after　his琴scentic　exerqises　in　Tibet，　Iived　in　Kb’fee　qota　and

P・each・d　L・mai・m　m・inly．・m・・9　．the　1…餌・＃91呈・…His　rep・t・ti・n

was　so　h呈9h　as　to　be．known　to　Shun． O腕ん「．Ti順治帝of　Ching　dynasty．

ハ勿薦tqyin　was　briefly　reffered　to．　by　Hor　chos　hbyun　which　was　based

on　a　biography　of　ノ〉診ツゴ～珍　彦ρニソin，‘‘Bq／da　nayi～ii　彦oLYii¢　dalai　manl’u97i．iづ厚％

domOj．”．　In　th圭s　article，　I　would　like　to　trace　his　preaching　activities

more　minuteiy．

　　On　t‡1度目other　hand，　there　exists　a　biography　ofノ¢ソa　pandita，‘‘五～σ々表z〃zba

Zayaρ伽ψゴ4甥πsarayin　gerelんθ駕2勧口吻ゴ’，・According　to　this，．ノ砂α

pandita　who　had　cQme　from　Qo誠4，　after　retuming．from　Tlbet，　li．ved　in

Oyivad，　preaOhed　Lamaism　among　the　Qalqa　Mongols　and　the　people　of

Oγirad．王t　was　charct臼ristic　of．　him　that　he　was　conspicious　in．．　the

secular　a¢tivities．　The　fact　that　he　arbitrated　in　theαソirad　rebellion

immediate王y　after　the　e就hronement　of　56％896照s　a　remarkable　examp｝e

Qf　that．：o垣nvestigating　Mongolian　society　in　the　first　half．　of　the

17th．　century，　the．．　biographies　of　these　two．、卑amaism　priests　provlde．us

with　m3hy　vaダiouS　pr．ecious　materials．
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